
◇福井県県税条例の一部を改正する条例（条例第２７号　税務課）
１　自動車税関係

⑴　自動車税環境性能割を廃止することとした。
⑵　自動車税環境性能割の廃止に伴い、自動車税種別割を自動車税とすることとした。
⑶　低燃費車等に係る自動車税の税率の特例措置の適用期限を延長することとした。（

附則第９条の２関係）
２　軽油引取税関係
　　軽油引取税の税率の特例措置を廃止することとした。（附則第８条の９関係）
３　この条例は、令和８年４月１日から施行することとした。
　──────────────────────────────────────
◇特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条
　例（条例第２８号　税務課）
１　地方活力向上地域における課税免除または不均一課税関係

課税の特例措置の適用期限を令和１０年３月３１日まで延長することとした。（第４
条関係）

２　この条例は、令和８年４月１日から施行することとした。

　　　目　　次　　　
（※は県例規集登載事項）
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※特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正

する条例（２８・同）
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 福井県県税条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月３１日 

福井県知事 石田 嵩人 

福井県条例第２７号 

福井県県税条例の一部を改正する条例 

福井県県税条例（昭和２５年福井県条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（県税事務所等の長に対する知事の権限の委任） 

第４条 知事は、徴収金の賦課徴収およびこれに関連する事項に関する権限のう

ち次の各号に掲げるものを除き、県税の課税地を管轄する福井県福井県税事務

所または福井県嶺南振興局（以下「県税事務所等」という。）の長に委任する

。 

⑴～⒂ （略） 

⒃ 法第７１条の２５の規定による利子割の他の道府県との間における清算に

関する事項 

⒄ （略） 

⒅ （略） 

⒆ （略） 

⒇ （略） 

(21) （略） 

 

(22) （略） 

２ 県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税の賦課徴収

ならびにこれらに関連する事項に関する権限は、前項の規定にかかわらず、福

井県福井県税事務所長（以下「福井県税事務所長」という。）に委任する。 

 

 

３ 法第２０条の４の規定により、知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体の徴

収金（道府県たばこ税に係る徴収金を除く。）の徴収については、当該地方団

体の徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所もしくは事業所また

はその者の財産の所在地を管轄する県税事務所等の長（県民税の配当割および

株式等譲渡所得割、軽油引取税ならびに自動車税に係る徴収金にあっては、福

（県税事務所等の長に対する知事の権限の委任） 

第４条 知事は、徴収金の賦課徴収およびこれに関連する事項に関する権限のう

ち次の各号に掲げるものを除き、県税の課税地を管轄する福井県福井県税事務

所または福井県嶺南振興局（以下「県税事務所等」という。）の長に委任する

。 

⑴～⒂ （略） 

 

 

⒃ （略） 

⒄ （略） 

⒅ （略） 

⒆ （略） 

⒇ （略） 

(21) 第１３５条の１７の規定による環境性能割交付金の交付に関する事項 

(22) （略） 

２ 県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税の環境性能

割および種別割（法第１７７条の１０第１項の規定により課する自動車税の種

別割に限る。）の賦課徴収ならびにこれらに関連する事項に関する権限は、前

項の規定にかかわらず、福井県福井県税事務所長（以下「福井県税事務所長」

という。）に委任する。 

３ 法第２０条の４の規定により、知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体の徴

収金（道府県たばこ税に係る徴収金を除く。）の徴収については、当該地方団

体の徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所もしくは事業所また

はその者の財産の所在地を管轄する県税事務所等の長（県民税の配当割および

株式等譲渡所得割、軽油引取税ならびに自動車税の環境性能割および種別割（

条　　　　　例

令和８年3月31日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 36 号2



所等（県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税ならび

に第４条第１項第２２号に掲げる事項に関する書類にあっては福井県福井県税

事務所、県たばこ税に関する書類にあっては本庁舎）の掲示場に掲示して行う

。 

 

 

（法人の県民税に係る督促） 

第４１条 法人の県民税の納税者（口座振替の方法（地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５５条に規定する口座振替の方法をいう。以下同じ。

）による納付を行う者に限る。）が施行令第６条の１８の２に定める日（第５

６条において「口座振替に係る納付期日」という。）までに法人の県民税に係

る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後６０日以内に、

督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、こ

の限りでない。 

 

（利子割の市町に対する交付） 

第４１条の１０ 知事は、県に納入された利子割額に相当する額に施行令第９条

の１４に規定する率を乗じて得た額に、法第７１条の２５第１項の規定により

他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他 

の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の５分の３に相当 

する額を、市町に対し利子割交付金（以下この条において「交付金」という。

）として、当該市町に係る個人の県民税の額で按
あん

分して交付する。 

２ （略） 

 

（不動産取得税の免税点） 

第６２条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては１６

万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては１戸（共同住宅等にあって

は、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条

において同じ。）につき６６万円、その他のものにあっては１戸につき３４万

円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。 

２ （略） 

 

（自動車税の納税義務者等） 

所等（県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税の環境

性能割および種別割（法第１７７条の１０第１項の規定により課する自動車税

の種別割に限る。）ならびに第４条第１項第２２号に掲げる事項に関する書類

にあっては福井県福井県税事務所、県たばこ税に関する書類にあっては本庁舎

）の掲示場に掲示して行う。 

 

（法人の県民税に係る督促） 

第４１条 法人の県民税の納税者（口座振替の方法（地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５５条に規定する口座振替の方法をいう。以下同じ。

）による納付を行う者に限る。）が施行令第６条の１８の２に定める日（第５

７条において「口座振替に係る納付期日」という。）までに法人の県民税に係

る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後６０日以内に、

督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、こ

の限りでない。 

 

（利子割の市町に対する交付） 

第４１条の１０ 知事は、県に納入された利子割額に相当する額に施行令第９条

の１４に規定する率を乗じて得た額の５分の３に相当する額を、市町に対し利

子割交付金（以下この条において「交付金」という。）として、当該市町に係

る個人の県民税の額に按
あん

分して交付する。 

 

 

２ （略） 

 

（不動産取得税の免税点） 

第６２条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては１０

万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては１戸（共同住宅等にあって

は、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条に

おいて同じ。）につき２３万円、その他のものにあっては１戸につき１２万円

に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。 

２ （略） 

 

（自動車税の納税義務者等） 

井県税事務所長）に委任する。 

 

４・５ （略） 

 

（課税地） 

第６条 （略） 

２ 前項の課税地とは、次の各号に掲げる税目の区分に従い、それぞれ当該各号

に定めるものをいう。 

⑴～⑺ （略） 

⑻ 自動車税 賦課期日または納税義務発生の日現在における自動車の主たる

定置場の所在地（自動車の主たる定置場の所在地が、納税義務者である自動

車の所有者（第１３４条の２第１項の規定により自動車税を課される買主お

よび第１３４条第２項の規定により自動車税を課される使用者を含む。以下

この号において同じ。）の賦課期日または納税義務発生の日現在における住

所地と異なる場合で、当該所有者の当該住所が県内にあるものにあっては、

当該住所地） 

 

 

 

 

 

⑼～⑾ （略） 

３ （略） 

（申告書、届出書等の提出） 

第７条 この条例の規定によって知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類

（県たばこ税に関する書類を除く。）は、課税地を管轄する県税事務所等の長

（県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税ならびに自動車税に関

する書類にあっては、福井県税事務所長）を経由しなければならない。 

 

 

 

（公示送達） 

第１０条 法第２０条の２の規定による公示送達は、課税地を管轄する県税事務

法第１７７条の１０第１項の規定により課する自動車税の種別割に限る。）に

係る徴収金にあっては、福井県税事務所長）に委任する。 

４・５ （略） 

 

（課税地） 

第６条 （略） 

２ 前項の課税地とは、次の各号に掲げる税目の区分に従い、それぞれ当該各号

に定めるものをいう。 

⑴～⑺ （略） 

⑻ 自動車税 

ア 環境性能割 納税義務発生の日現在における自動車の主たる定置場の所

在地（自動車の主たる定置場の所在地が、納税義務者である自動車の取得

者（第１３４条の２の規定により取得者とみなされた者を含む。以下この

号において同じ。）の納税義務発生の日現在における住所地と異なる場合

で、当該取得者の当該住所が県内にあるものにあっては、当該住所地） 

イ 種別割 賦課期日または納税義務発生の日現在における自動車の主たる

定置場の所在地（自動車の主たる定置場の所在地が、納税義務者である自

動車の所有者（法第１４７条第１項の規定による買主および法第１４６条

第３項の規定による使用者を含む。以下この号において同じ。）の賦課期

日または納税義務発生の日現在における住所地と異なる場合で、当該所有

者の当該住所が県内にあるものにあっては、当該住所地） 

⑼～⑾ （略） 

３ （略） 

（申告書、届出書等の提出） 

第７条 この条例の規定によって知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類

（県たばこ税に関する書類を除く。）は、課税地を管轄する県税事務所等の長

（県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税ならびに自動車税の環

境性能割および種別割（法第１７７条の１０第１項の規定により課する自動車

税の種別割に限る。）に関する書類にあっては、福井県税事務所長）を経由し

なければならない。 

 

（公示送達） 

第１０条 法第２０条の２の規定による公示送達は、課税地を管轄する県税事務

令和８年3月31日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 36 号3



所等（県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税ならび

に第４条第１項第２２号に掲げる事項に関する書類にあっては福井県福井県税

事務所、県たばこ税に関する書類にあっては本庁舎）の掲示場に掲示して行う

。 

 

 

（法人の県民税に係る督促） 

第４１条 法人の県民税の納税者（口座振替の方法（地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５５条に規定する口座振替の方法をいう。以下同じ。

）による納付を行う者に限る。）が施行令第６条の１８の２に定める日（第５

６条において「口座振替に係る納付期日」という。）までに法人の県民税に係

る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後６０日以内に、

督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、こ

の限りでない。 

 

（利子割の市町に対する交付） 

第４１条の１０ 知事は、県に納入された利子割額に相当する額に施行令第９条

の１４に規定する率を乗じて得た額に、法第７１条の２５第１項の規定により

他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他 

の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の５分の３に相当 

する額を、市町に対し利子割交付金（以下この条において「交付金」という。

）として、当該市町に係る個人の県民税の額で按
あん

分して交付する。 

２ （略） 

 

（不動産取得税の免税点） 

第６２条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては１６

万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては１戸（共同住宅等にあって

は、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条

において同じ。）につき６６万円、その他のものにあっては１戸につき３４万

円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。 

２ （略） 

 

（自動車税の納税義務者等） 

所等（県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税の環境

性能割および種別割（法第１７７条の１０第１項の規定により課する自動車税

の種別割に限る。）ならびに第４条第１項第２２号に掲げる事項に関する書類

にあっては福井県福井県税事務所、県たばこ税に関する書類にあっては本庁舎

）の掲示場に掲示して行う。 

 

（法人の県民税に係る督促） 

第４１条 法人の県民税の納税者（口座振替の方法（地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５５条に規定する口座振替の方法をいう。以下同じ。

）による納付を行う者に限る。）が施行令第６条の１８の２に定める日（第５

７条において「口座振替に係る納付期日」という。）までに法人の県民税に係

る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後６０日以内に、

督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、こ

の限りでない。 

 

（利子割の市町に対する交付） 

第４１条の１０ 知事は、県に納入された利子割額に相当する額に施行令第９条

の１４に規定する率を乗じて得た額の５分の３に相当する額を、市町に対し利

子割交付金（以下この条において「交付金」という。）として、当該市町に係

る個人の県民税の額に按
あん

分して交付する。 

 

 

２ （略） 

 

（不動産取得税の免税点） 

第６２条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては１０

万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては１戸（共同住宅等にあって

は、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条に

おいて同じ。）につき２３万円、その他のものにあっては１戸につき１２万円

に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。 

２ （略） 

 

（自動車税の納税義務者等） 

第１３４条 自動車税は、法第１４５条に規定する自動車（以下この節において

「自動車」という。）に対し、当該自動車の所有者に課する。 

 

 

 

 

 

 

２ 自動車の所有者が法第１４８条第１項の規定により自動車税を課することが

できない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に

自動車税を課する。ただし、公用または公共の用に供する自動車については、

この限りでない。 

（自動車税のみなす課税） 

第１３４条の２ 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保し

ている場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

 

 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自動車税の課税免除） 

第１３４条の３ 次に掲げる自動車に対しては、自動車税を課さない。ただし、

第４号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。 

第１３４条 自動車税は、法第１４５条第３号に規定する自動車（以下この節に

おいて「自動車」という。）に対し、当該自動車の取得者に環境性能割を、当

該自動車の所有者に種別割を課する。 

２ 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製

造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行（道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第５項に規定する運行をいう。次

条第３項および第４項において同じ。）以外の目的に供するために自動車を取

得した者として施行令第４４条の２で定めるものを含まないものとする。 

３ 自動車の所有者が法第１４８条第１項の規定により種別割を課することがで

きない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種

別割を課する。ただし、公用または公共の用に供する自動車については、この

限りでない。 

（自動車税のみなす課税） 

第１３４条の２ 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保し

ている場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定す

る自動車の取得者（以下この節において「自動車の取得者」という。）および

自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者および自動車の所有者とみ

なして、自動車税を課する。 

３ 法第１４７条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者

等」という。）が、その製造により取得した自動車またはその販売のためその

他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、

道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登録（以下この節において「新規

登録」という。）を受けた場合（当該新規登録前に第１項の規定の適用を受け

る売買契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を自動車の

取得者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に

供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。 

（自動車税の課税免除） 

第１３４条の３ 次に掲げる自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第

４号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。 
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⑴・⑵ （略） 

⑶ 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供し、かつ

、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４条の規定による登録を

受けた自動車以外の自動車 

⑷ （略） 

２ 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するも

ので次に掲げるものに対しては、自動車税を課さない。ただし、第４号および

第５号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。 

 

⑴～⑸ （略） 

（自動車税の納税管理人） 

第１３４条の４ 自動車税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事

業所（以下この項において「住所等」という。）を有しない場合には、納税に

関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区

域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生

じた日から１０日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有す

る者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定める

ことについてこれを定める必要が生じた日から１０日以内に知事に申請してそ

の承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または

申請に係る納税管理人を変更しようとする場合も、同様とする。この場合にお

いて、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から１０日以内

に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の１０日前

までにしなければならない。 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動

車税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けた

ときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした

事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１０日以内にその旨を知

事に届け出なければならない。 

４ 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る自動車

税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は

、第１項の規定による申告をし、同項の承認を受けなければならない。 

（自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供し、かつ

、道路運送車両法第４条の規定による登録を受けた自動車以外の自動車 

 

⑷ （略） 

２ 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するも

ので次に掲げるものに対しては、自動車税（環境性能割にあっては第１号から

第３号までに限る。）を課さない。ただし、第４号および第５号の自動車にあ

っては、知事の承認を受けたものに限る。 

⑴～⑸ （略） 

（種別割の納税管理人） 

第１３４条の４ 種別割の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業

所（以下この項において「住所等」という。）を有しない場合には、納税に関

する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域

内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じ

た日から１０日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する

者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めるこ

とについてこれを定める必要が生じた日から１０日以内に知事に申請してその

承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申

請に係る納税管理人を変更しようとする場合も、同様とする。この場合におい

て、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から１０日以内に

、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の１０日前ま

でにしなければならない。 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別

割の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたと

きは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事

項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１０日以内にその旨を知事

に届け出なければならない。 

４ 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る種別割

の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、

第１項の規定による申告をし、同項の承認を受けなければならない。 

（種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

第１３４条 自動車税は、法第１４５条に規定する自動車（以下この節において

「自動車」という。）に対し、当該自動車の所有者に課する。 

 

 

 

 

 

 

２ 自動車の所有者が法第１４８条第１項の規定により自動車税を課することが

できない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に

自動車税を課する。ただし、公用または公共の用に供する自動車については、

この限りでない。 

（自動車税のみなす課税） 

第１３４条の２ 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保し

ている場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

 

 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自動車税の課税免除） 

第１３４条の３ 次に掲げる自動車に対しては、自動車税を課さない。ただし、

第４号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。 

第１３４条 自動車税は、法第１４５条第３号に規定する自動車（以下この節に

おいて「自動車」という。）に対し、当該自動車の取得者に環境性能割を、当

該自動車の所有者に種別割を課する。 

２ 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製

造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行（道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第５項に規定する運行をいう。次

条第３項および第４項において同じ。）以外の目的に供するために自動車を取

得した者として施行令第４４条の２で定めるものを含まないものとする。 

３ 自動車の所有者が法第１４８条第１項の規定により種別割を課することがで

きない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種

別割を課する。ただし、公用または公共の用に供する自動車については、この

限りでない。 

（自動車税のみなす課税） 

第１３４条の２ 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保し

ている場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定す

る自動車の取得者（以下この節において「自動車の取得者」という。）および

自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者および自動車の所有者とみ

なして、自動車税を課する。 

３ 法第１４７条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者

等」という。）が、その製造により取得した自動車またはその販売のためその

他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、

道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登録（以下この節において「新規

登録」という。）を受けた場合（当該新規登録前に第１項の規定の適用を受け

る売買契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を自動車の

取得者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に

供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。 

（自動車税の課税免除） 

第１３４条の３ 次に掲げる自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第

４号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。 
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⑴・⑵ （略） 

⑶ 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供し、かつ

、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４条の規定による登録を

受けた自動車以外の自動車 

⑷ （略） 

２ 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するも

ので次に掲げるものに対しては、自動車税を課さない。ただし、第４号および

第５号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。 

 

⑴～⑸ （略） 

（自動車税の納税管理人） 

第１３４条の４ 自動車税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事

業所（以下この項において「住所等」という。）を有しない場合には、納税に

関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区

域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生

じた日から１０日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有す

る者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定める

ことについてこれを定める必要が生じた日から１０日以内に知事に申請してそ

の承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または

申請に係る納税管理人を変更しようとする場合も、同様とする。この場合にお

いて、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から１０日以内

に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の１０日前

までにしなければならない。 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動

車税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けた

ときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした

事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１０日以内にその旨を知

事に届け出なければならない。 

４ 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る自動車

税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は

、第１項の規定による申告をし、同項の承認を受けなければならない。 

（自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供し、かつ

、道路運送車両法第４条の規定による登録を受けた自動車以外の自動車 

 

⑷ （略） 

２ 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するも

ので次に掲げるものに対しては、自動車税（環境性能割にあっては第１号から

第３号までに限る。）を課さない。ただし、第４号および第５号の自動車にあ

っては、知事の承認を受けたものに限る。 

⑴～⑸ （略） 

（種別割の納税管理人） 

第１３４条の４ 種別割の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業

所（以下この項において「住所等」という。）を有しない場合には、納税に関

する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域

内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じ

た日から１０日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する

者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めるこ

とについてこれを定める必要が生じた日から１０日以内に知事に申請してその

承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申

請に係る納税管理人を変更しようとする場合も、同様とする。この場合におい

て、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から１０日以内に

、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の１０日前ま

でにしなければならない。 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別

割の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたと

きは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事

項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１０日以内にその旨を知事

に届け出なければならない。 

４ 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る種別割

の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、

第１項の規定による申告をし、同項の承認を受けなければならない。 

（種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

第１３４条の５ 前条第３項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条

第１項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人に

ついて正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、１０万

円以下の過料を科する。 

２・３ （略） 

 

第１３５条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３４条の５ 前条第３項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第

１項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人につ

いて正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、１０万円

以下の過料を科する。 

２・３ （略） 

（環境性能割の課税標準） 

第１３５条 環境性能割の課税標準は、法第１５６条に規定する通常の取得価額

（以下この節において「通常の取得価額」という。）とする。 

（環境性能割の税率） 

第１３５条の２ 環境性能割の税率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、

当該各号に定める率とする。 

⑴ 法第１５７条第１項（同条第４項から第６項までにおいて準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける自動車 １００分の１ 

⑵ 法第１５７条第２項（同条第４項から第６項までにおいて準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける自動車 １００分の２ 

⑶ 法第１５７条第３項の規定の適用を受ける自動車 １００分の３ 

（環境性能割の免税点） 

第１３５条の３ 通常の取得価額が５０万円以下である自動車に対しては、環境

性能割を課さない。 

（環境性能割の徴収の方法） 

第１３５条の４ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。 

（環境性能割の申告納付） 

第１３５条の５ 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に

応じ、当該各号に定める時または日までに、法第１６０条第１項の申告書（次

条および第１３５条の７において「環境性能割の申告書」という。）を知事に

提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を次条に定めるところにより

納付しなければならない。 

⑴ 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時 

⑵ 道路運送車両法第１３条第１項の規定による移転登録（以下この号および

第１４４条において「移転登録」という。）を受けるべき自動車 当該移転

登録を受けるべき事由があった日から１５日を経過する日（その日前に当該

移転登録を受けたときは、当該移転登録の時） 

⑶ 前２号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第６７条第１項の
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規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受

けるべき事由があった日から１５日を経過する日（その日前に当該変更記録

を受けたときは、当該変更記録の時） 

⑷ 前３号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から１５日を

経過する日 

２ 自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、前項各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に掲げる時または日までに、法第１６０条第２項の報告

書（第１３５条の７において「環境性能割の報告書」という。）を知事に提出

しなければならない。 

（環境性能割の納付の方法） 

第１３５条の６ 環境性能割の納税義務者は、前条第１項または法第１６１条の

規定により環境性能割額を納付する場合（法第１７０条の規定により当該環境

性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。）には、法第１６２条第１項

の証紙に代えて、当該環境性能割額（当該環境性能割額に係る延滞金額を含む

。）に相当する現金を納付しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による現金の納付があったときは、環境性能割の申告書

または法第１６１条第２項の修正申告書に納税済印を押さなければならない。 

３ 前項の納税済印の印影の形式については、規則で定める。 

（環境性能割に係る不申告に関する過料） 

第１３５条の７ 環境性能割の納税義務者が正当な事由がなくて環境性能割の申

告書または環境性能割の報告書を第１３５条の５第１項各号に規定する提出期

限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料

を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。 

３ 第１項の過料は、納入通知書により、発付の日から１０日以内の納期限を指

定して徴収する。 

（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の納税義務の免除） 

第１３５条の８ 知事は、譲渡により担保の目的となっている財産（以下この節

において「譲渡担保財産」という。）の権利者（以下この節において「譲渡担

保権者」という。）が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、

当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から６月以

内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者（設定者が交代した場合における

新設定者を除く。以下この節において同じ。）に当該譲渡担保財産を移転した

第１３４条の５ 前条第３項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条

第１項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人に

ついて正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、１０万

円以下の過料を科する。 

２・３ （略） 

 

第１３５条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３４条の５ 前条第３項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第

１項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人につ

いて正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、１０万円

以下の過料を科する。 

２・３ （略） 

（環境性能割の課税標準） 

第１３５条 環境性能割の課税標準は、法第１５６条に規定する通常の取得価額

（以下この節において「通常の取得価額」という。）とする。 

（環境性能割の税率） 

第１３５条の２ 環境性能割の税率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、

当該各号に定める率とする。 

⑴ 法第１５７条第１項（同条第４項から第６項までにおいて準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける自動車 １００分の１ 

⑵ 法第１５７条第２項（同条第４項から第６項までにおいて準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける自動車 １００分の２ 

⑶ 法第１５７条第３項の規定の適用を受ける自動車 １００分の３ 

（環境性能割の免税点） 

第１３５条の３ 通常の取得価額が５０万円以下である自動車に対しては、環境

性能割を課さない。 

（環境性能割の徴収の方法） 

第１３５条の４ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。 

（環境性能割の申告納付） 

第１３５条の５ 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に

応じ、当該各号に定める時または日までに、法第１６０条第１項の申告書（次

条および第１３５条の７において「環境性能割の申告書」という。）を知事に

提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を次条に定めるところにより

納付しなければならない。 

⑴ 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時 

⑵ 道路運送車両法第１３条第１項の規定による移転登録（以下この号および

第１４４条において「移転登録」という。）を受けるべき自動車 当該移転

登録を受けるべき事由があった日から１５日を経過する日（その日前に当該

移転登録を受けたときは、当該移転登録の時） 

⑶ 前２号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第６７条第１項の
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規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受

けるべき事由があった日から１５日を経過する日（その日前に当該変更記録

を受けたときは、当該変更記録の時） 

⑷ 前３号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から１５日を

経過する日 

２ 自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、前項各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に掲げる時または日までに、法第１６０条第２項の報告

書（第１３５条の７において「環境性能割の報告書」という。）を知事に提出

しなければならない。 

（環境性能割の納付の方法） 

第１３５条の６ 環境性能割の納税義務者は、前条第１項または法第１６１条の

規定により環境性能割額を納付する場合（法第１７０条の規定により当該環境

性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。）には、法第１６２条第１項

の証紙に代えて、当該環境性能割額（当該環境性能割額に係る延滞金額を含む

。）に相当する現金を納付しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による現金の納付があったときは、環境性能割の申告書

または法第１６１条第２項の修正申告書に納税済印を押さなければならない。 

３ 前項の納税済印の印影の形式については、規則で定める。 

（環境性能割に係る不申告に関する過料） 

第１３５条の７ 環境性能割の納税義務者が正当な事由がなくて環境性能割の申

告書または環境性能割の報告書を第１３５条の５第１項各号に規定する提出期

限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料

を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。 

３ 第１項の過料は、納入通知書により、発付の日から１０日以内の納期限を指

定して徴収する。 

（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の納税義務の免除） 

第１３５条の８ 知事は、譲渡により担保の目的となっている財産（以下この節

において「譲渡担保財産」という。）の権利者（以下この節において「譲渡担

保権者」という。）が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、

当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から６月以

内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者（設定者が交代した場合における

新設定者を除く。以下この節において同じ。）に当該譲渡担保財産を移転した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る

徴収金に係る納税義務を免除する。 

２ 前項の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に自動

車の取得の日から６月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲

渡担保財産を移転したことを証明するに足りる書類を添付して知事に提出しな

ければならない。 

⑴ 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の

所在地および個人番号または法人番号（個人番号または法人番号を有しない

者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所

の所在地） 

⑵ 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称 

⑶ 譲渡担保財産の表示（車名、型式および登録番号） 

⑷ 譲渡担保財産の設定年月日 

⑸ 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転した年

月日 

（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予） 

第１３５条の９ 知事は、環境性能割を賦課徴収する場合において、自動車の取

得者から環境性能割について前条第１項の規定の適用があるべき旨の申告があ

り、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から６月以内の期間

を限って、当該自動車に対する環境性能割額に係る徴収金の徴収を猶予する。 

２ 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該自動車の

取得が前条第１項に規定する譲渡担保財産の取得であることを証明するに足り

る書類を添付して、第１３５条の５第１項の規定により当該自動車の取得の事

実を申告する際に、あわせてこれを知事に提出しなければならない。 

⑴ 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の

所在地および個人番号または法人番号（個人番号または法人番号を有しない

者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所

の所在地） 

⑵ 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称 

⑶ 譲渡担保財産の表示（車名、型式および登録番号） 

⑷ 譲渡担保財産の設定年月日 

⑸ 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転する予

定年月日 
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３ 知事は、第１項の規定による徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予を

した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を

免除する。 

（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予の取消し） 

第１３５条の１０ 知事は、前条第１項の規定による徴収の猶予をした場合にお

いて、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第１３５条の８第１項の規定

の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収の猶予を取り消さなけれ

ばならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該

徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。 

（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の還付等） 

第１３５条の１１ 知事は、環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、

当該環境性能割について第１３５条の８第１項の規定の適用があることとなっ

たときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。 

２ 前項の規定による還付を申請する者は、第１３５条の８第２項各号に掲げる

事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな

い。 

⑴ 譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得に対する環境性能割の税額および

納付年月日 

⑵ 還付を受けようとする金額 

３ 知事は、第１項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合におい

て、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額

をこれに充当しなければならない。 

（自動車の返還があった場合の環境性能割の納税義務の免除または還付） 

第１３５条の１２ 知事は、自動車販売業者から自動車の取得をした者（以下こ

の項および次項において「自動車の取得をした者」という。）が、当該自動車

の性能が良好でないことまたは当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得

に係る契約の内容と異なることにより、当該自動車の取得の日から１月以内に

当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をし

た者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。 

２ 知事は、環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項

の規定の適用があることとなったときは、自動車の取得をした者の申請に基づ

いて、当該環境性能割額に相当する額を還付する。 

３ 第１項の規定による免除または前項の規定による還付を申請する者は、次に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る

徴収金に係る納税義務を免除する。 

２ 前項の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に自動

車の取得の日から６月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲

渡担保財産を移転したことを証明するに足りる書類を添付して知事に提出しな

ければならない。 

⑴ 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の

所在地および個人番号または法人番号（個人番号または法人番号を有しない

者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所

の所在地） 

⑵ 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称 

⑶ 譲渡担保財産の表示（車名、型式および登録番号） 

⑷ 譲渡担保財産の設定年月日 

⑸ 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転した年

月日 

（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予） 

第１３５条の９ 知事は、環境性能割を賦課徴収する場合において、自動車の取

得者から環境性能割について前条第１項の規定の適用があるべき旨の申告があ

り、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から６月以内の期間

を限って、当該自動車に対する環境性能割額に係る徴収金の徴収を猶予する。 

２ 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該自動車の

取得が前条第１項に規定する譲渡担保財産の取得であることを証明するに足り

る書類を添付して、第１３５条の５第１項の規定により当該自動車の取得の事

実を申告する際に、あわせてこれを知事に提出しなければならない。 

⑴ 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の

所在地および個人番号または法人番号（個人番号または法人番号を有しない

者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所

の所在地） 

⑵ 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称 

⑶ 譲渡担保財産の表示（車名、型式および登録番号） 

⑷ 譲渡担保財産の設定年月日 

⑸ 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転する予

定年月日 
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３ 知事は、第１項の規定による徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予を

した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を

免除する。 

（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予の取消し） 

第１３５条の１０ 知事は、前条第１項の規定による徴収の猶予をした場合にお

いて、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第１３５条の８第１項の規定

の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収の猶予を取り消さなけれ

ばならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該

徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。 

（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の還付等） 

第１３５条の１１ 知事は、環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、

当該環境性能割について第１３５条の８第１項の規定の適用があることとなっ

たときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。 

２ 前項の規定による還付を申請する者は、第１３５条の８第２項各号に掲げる

事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな

い。 

⑴ 譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得に対する環境性能割の税額および

納付年月日 

⑵ 還付を受けようとする金額 

３ 知事は、第１項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合におい

て、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額

をこれに充当しなければならない。 

（自動車の返還があった場合の環境性能割の納税義務の免除または還付） 

第１３５条の１２ 知事は、自動車販売業者から自動車の取得をした者（以下こ

の項および次項において「自動車の取得をした者」という。）が、当該自動車

の性能が良好でないことまたは当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得

に係る契約の内容と異なることにより、当該自動車の取得の日から１月以内に

当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をし

た者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。 

２ 知事は、環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項

の規定の適用があることとなったときは、自動車の取得をした者の申請に基づ

いて、当該環境性能割額に相当する額を還付する。 

３ 第１項の規定による免除または前項の規定による還付を申請する者は、次に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所および氏名または名称 

⑵ 自動車販売業者の住所および氏名または名称 

⑶ 自動車の車名、型式および登録番号 

⑷ 自動車の取得年月日 

⑸ 自動車の返還年月日 

⑹ 自動車の返還理由 

⑺ 環境性能割の税額および納付年月日 

⑻ 還付または免除を受けようとする金額 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

４ 前条第３項の規定は、第２項の規定により環境性能割額を還付する場合につ

いて準用する。 

（環境性能割の減免） 

第１３５条の１３ 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に係る自動車の

取得に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、規則で定める範囲

の環境性能割を減免することができる。 

⑴ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する厚生労働大臣の

定める者の開設する病院または診療所の救急自動車またはへき地巡回診療の

用に供する自動車 

⑵ 構造上身体障害者（身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるもの

をいう。以下この条および次条において同じ。）または精神障害者（精神に

障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。次条において同じ。

）の利用に専ら供するためのものと認められる自動車（次条第１項各号に該

当するものを除く。） 

⑶ 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車（次条第１項

第１号に該当するものを除く。） 

⑷ 自動車を取得した後知事が定める期間内に天災その他の災害により滅失し

、または損壊した場合における当該自動車 

⑸ 天災その他の災害により滅失し、または損壊した自動車（前号の規定によ

り環境性能割の減免を受けた自動車を除く。）に代わるものと知事が認める

自動車を災害のやんだ日から６月以内に取得した場合における当該自動車 

２ 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、同項各号（第４

号を除く。）に規定する自動車に係る環境性能割の減免にあっては第１３５条
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の５第１項の規定により当該自動車の取得の事実を申告する際に、前項第４号

に規定する自動車に係る環境性能割の減免にあっては災害のやんだ日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所および氏名または名称 

⑵ 減免を受けようとする税額 

⑶ 自動車の車名、型式および登録番号 

⑷ 減免を受けようとする事由 

第１３５条の１４ 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に係る身体障

害者または精神障害者（以下この条において「身体障害者等」という。）の自

動車の取得（当該身体障害者等が年齢１８歳未満の身体障害者である場合また

は精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の自動車

の取得を含む。）に対しては、当該身体障害者等がこの条の規定により環境性

能割の減免を受けた自動車を現に所有している場合を除き、規則で定める範囲

の環境性能割を減免することができる。 

⑴ 専ら身体障害者等が運転する自動車 

⑵ 専ら身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために当該身体障害者

等と生計を一にする者または当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成さ

れる世帯に属する者に限る。）を常時介護する者（次項においてこれらの者

を「生計同一者等」という。）が運転する自動車 

２ 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、第１３５条の５

第１項の規定により当該自動車の取得の事実を申告する日から１月以内に、次

に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付

して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法（昭和３

５年法律第１０５号）第９２条の規定により交付された身体障害者等もしくは

生計同一者等の運転免許証（以下この条において「運転免許証」という。）ま

たはこれらの者の免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４項に規

定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。）を提示しなければな

らない。ただし、前項第１号に該当する自動車を取得した身体障害者等につい

ては、減免を必要とする理由を証明する書類の提出を要しないものとする。 

⑴ 減免を受ける者の氏名および住所ならびに減免を受ける者が身体障害者等

と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係 

⑵ 身体障害者等の氏名、住所および年齢 

⑶ 減免を受けようとする税額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所および氏名または名称 

⑵ 自動車販売業者の住所および氏名または名称 

⑶ 自動車の車名、型式および登録番号 

⑷ 自動車の取得年月日 

⑸ 自動車の返還年月日 

⑹ 自動車の返還理由 

⑺ 環境性能割の税額および納付年月日 

⑻ 還付または免除を受けようとする金額 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

４ 前条第３項の規定は、第２項の規定により環境性能割額を還付する場合につ

いて準用する。 

（環境性能割の減免） 

第１３５条の１３ 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に係る自動車の

取得に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、規則で定める範囲

の環境性能割を減免することができる。 

⑴ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する厚生労働大臣の

定める者の開設する病院または診療所の救急自動車またはへき地巡回診療の

用に供する自動車 

⑵ 構造上身体障害者（身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるもの

をいう。以下この条および次条において同じ。）または精神障害者（精神に

障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。次条において同じ。

）の利用に専ら供するためのものと認められる自動車（次条第１項各号に該

当するものを除く。） 

⑶ 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車（次条第１項

第１号に該当するものを除く。） 

⑷ 自動車を取得した後知事が定める期間内に天災その他の災害により滅失し

、または損壊した場合における当該自動車 

⑸ 天災その他の災害により滅失し、または損壊した自動車（前号の規定によ

り環境性能割の減免を受けた自動車を除く。）に代わるものと知事が認める

自動車を災害のやんだ日から６月以内に取得した場合における当該自動車 

２ 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、同項各号（第４

号を除く。）に規定する自動車に係る環境性能割の減免にあっては第１３５条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自動車税の税率） 

第１３６条 次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の税率は、１台に

⑷ 自動車を運転する者の氏名および住所ならびに身体障害者等との関係 

⑸ 運転免許証または道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情

報記録（以下「免許情報記録」という。）の番号および有効期限ならびに運

転免許の年月日、種類および条件が付されている場合にはその条件 

⑹ 自動車の登録番号、車名、型式、主たる定置場、種別、用途および使用目

的 

⑺ その他知事が必要と認める事項 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該

免許情報記録個人番号カードに記録された道路交通法第９５条の２第２項に規

定する特定免許情報（以下「特定免許情報」という。）を確認するために必要

な措置を受けなければならない。 

（環境性能割の更正または決定等に関する通知） 

第１３５条の１５ 法第１６８条第４項の規定による環境性能割の更正または決

定の通知、法第１７１条第７項の規定による環境性能割の過少申告加算金額お

よび不申告加算金額の決定の通知ならびに法第１７２条第５項の規定による環

境性能割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正または決定

通知書を交付するものとする。 

（環境性能割の不足税額の納付手続） 

第１３５条の１６ 環境性能割の納税者は、前条の通知を受けた場合においては

、当該通知書に記載された環境性能割の不足税額および不足税額に対する延滞

金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞ

れ当該通知書の納期限までに納付書によって納めなければならない。 

（環境性能割の市町に対する交付） 

第１３５条の１７ 知事は、県に納付された環境性能割額に相当する額に１００

分の４０．８５を乗じて得た額を、環境性能割交付金（以下この条において「

交付金」という。）として、市町に対し交付する。 

２ 知事は、前項の規定による交付金を交付する場合は、毎年度８月、１２月お

よび３月中に、施行令第４４条の８に規定するところにより算定した額につい

て交付金交付決定通知書を交付してするものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定

める。 

（種別割の税率） 

第１３６条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、１台につ
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（自動車税の税率） 

第１３６条 次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の税率は、１台に

⑷ 自動車を運転する者の氏名および住所ならびに身体障害者等との関係 

⑸ 運転免許証または道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情

報記録（以下「免許情報記録」という。）の番号および有効期限ならびに運

転免許の年月日、種類および条件が付されている場合にはその条件 

⑹ 自動車の登録番号、車名、型式、主たる定置場、種別、用途および使用目

的 

⑺ その他知事が必要と認める事項 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該

免許情報記録個人番号カードに記録された道路交通法第９５条の２第２項に規

定する特定免許情報（以下「特定免許情報」という。）を確認するために必要

な措置を受けなければならない。 

（環境性能割の更正または決定等に関する通知） 

第１３５条の１５ 法第１６８条第４項の規定による環境性能割の更正または決

定の通知、法第１７１条第７項の規定による環境性能割の過少申告加算金額お

よび不申告加算金額の決定の通知ならびに法第１７２条第５項の規定による環

境性能割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正または決定

通知書を交付するものとする。 

（環境性能割の不足税額の納付手続） 

第１３５条の１６ 環境性能割の納税者は、前条の通知を受けた場合においては

、当該通知書に記載された環境性能割の不足税額および不足税額に対する延滞

金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞ

れ当該通知書の納期限までに納付書によって納めなければならない。 

（環境性能割の市町に対する交付） 

第１３５条の１７ 知事は、県に納付された環境性能割額に相当する額に１００

分の４０．８５を乗じて得た額を、環境性能割交付金（以下この条において「

交付金」という。）として、市町に対し交付する。 

２ 知事は、前項の規定による交付金を交付する場合は、毎年度８月、１２月お

よび３月中に、施行令第４４条の８に規定するところにより算定した額につい

て交付金交付決定通知書を交付してするものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定

める。 

（種別割の税率） 

第１３６条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、１台につ

ついて、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 乗用車（３輪の小型自動車であるものを除く。） 

ア 営業用 

   (ア)・(イ) （略） 

(ウ) 電動機を原動機とするもの（法附則第１２条の３第１項に規定する電 

気自動車をいう。以下この条において同じ。） 年額 ７，５００円 

イ （略） 

⑵～⑸ （略） 

２ 前項第２号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が４人以上で乗用車に準ずる

ものに対して課する自動車税の税率は、同項（同号に係る部分に限る。）の規

定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額を、加算した額とする。 

 ⑴・⑵ （略） 

（自動車税の税率の特例） 

第１３７条 法第１５４条第３項に規定する自動車税の税率は、前条の規定にか

かわらず、同条の税率に、１０分の１０から、次の各号に掲げる区分に従い、

それぞれ当該各号に定める月数に１０分の０．７５を乗じた数を控除した割合

を乗じたものとする。 

⑴～⑷ （略） 

２ （略） 

 

（自動車税の賦課期日） 

第１３９条 自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 

（自動車税の納期） 

第１４０条 自動車税の納期は、５月１５日から同月３１日までとする。 

２ （略） 

３ 賦課期日後に納税義務が発生した自動車税で普通徴収の方法により徴収する

ものの納期は、納税通知書の定めるところによる。 

 

（自動車税の徴収の方法） 

第１４２条 自動車税の徴収については、普通徴収の方法による。 

２ 道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登録（次項、次条および第１４

４条において「新規登録」という。）の申請があった自動車について法第１５

いて、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 乗用車（３輪の小型自動車であるものを除く。） 

ア 営業用 

   (ア)・(イ) （略） 

(ウ) 電動機を原動機とするもの（法第１４９条第１項第１号に規定するも 

のをいう。以下この条において同じ。） 年額 ７，５００円 

イ （略） 

⑵～⑸ （略） 

２ 前項第２号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が４人以上で乗用車に準ずる

ものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める

額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、加算し

た額とする。 

 ⑴・⑵ （略） 

（種別割の税率の特例） 

第１３７条 法第１７７条の７第３項に規定する種別割の税率は、前条の規定に

かかわらず、同条の税率に、１０分の１０から、次の各号に掲げる区分に従い

、それぞれ当該各号に定める月数に１０分の０．７５を乗じた数を控除した割

合を乗じたものとする。 

⑴～⑷ （略） 

２ （略） 

 

（種別割の賦課期日） 

第１３９条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 

（種別割の納期） 

第１４０条 種別割の納期は、５月１５日から同月３１日までとする。 

２ （略） 

３ 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するも

のの納期は、納税通知書の定めるところによる。 

 

（種別割の徴収の方法） 

第１４２条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。 

２ 新規登録の申請があった自動車について法第１７７条の１０第１項の規定に

より課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年２月末日までの間に納税
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ついて、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 乗用車（３輪の小型自動車であるものを除く。） 

ア 営業用 

   (ア)・(イ) （略） 

(ウ) 電動機を原動機とするもの（法附則第１２条の３第１項に規定する電 

気自動車をいう。以下この条において同じ。） 年額 ７，５００円 

イ （略） 

⑵～⑸ （略） 

２ 前項第２号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が４人以上で乗用車に準ずる

ものに対して課する自動車税の税率は、同項（同号に係る部分に限る。）の規

定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額を、加算した額とする。 

 ⑴・⑵ （略） 

（自動車税の税率の特例） 

第１３７条 法第１５４条第３項に規定する自動車税の税率は、前条の規定にか

かわらず、同条の税率に、１０分の１０から、次の各号に掲げる区分に従い、

それぞれ当該各号に定める月数に１０分の０．７５を乗じた数を控除した割合

を乗じたものとする。 

⑴～⑷ （略） 

２ （略） 

 

（自動車税の賦課期日） 

第１３９条 自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 

（自動車税の納期） 

第１４０条 自動車税の納期は、５月１５日から同月３１日までとする。 

２ （略） 

３ 賦課期日後に納税義務が発生した自動車税で普通徴収の方法により徴収する

ものの納期は、納税通知書の定めるところによる。 

 

（自動車税の徴収の方法） 

第１４２条 自動車税の徴収については、普通徴収の方法による。 

２ 道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登録（次項、次条および第１４

４条において「新規登録」という。）の申請があった自動車について法第１５

いて、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 乗用車（３輪の小型自動車であるものを除く。） 

ア 営業用 

   (ア)・(イ) （略） 

(ウ) 電動機を原動機とするもの（法第１４９条第１項第１号に規定するも 

のをいう。以下この条において同じ。） 年額 ７，５００円 

イ （略） 

⑵～⑸ （略） 

２ 前項第２号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が４人以上で乗用車に準ずる

ものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める

額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、加算し

た額とする。 

 ⑴・⑵ （略） 

（種別割の税率の特例） 

第１３７条 法第１７７条の７第３項に規定する種別割の税率は、前条の規定に

かかわらず、同条の税率に、１０分の１０から、次の各号に掲げる区分に従い

、それぞれ当該各号に定める月数に１０分の０．７５を乗じた数を控除した割

合を乗じたものとする。 

⑴～⑷ （略） 

２ （略） 

 

（種別割の賦課期日） 

第１３９条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 

（種別割の納期） 

第１４０条 種別割の納期は、５月１５日から同月３１日までとする。 

２ （略） 

３ 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するも

のの納期は、納税通知書の定めるところによる。 

 

（種別割の徴収の方法） 

第１４２条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。 

２ 新規登録の申請があった自動車について法第１７７条の１０第１項の規定に

より課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年２月末日までの間に納税

７条第１項の規定により課する自動車税の徴収については、賦課期日後翌年２

月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、

証紙徴収（法第１条第１項第１３号に規定する証紙徴収をいう。以下同じ。）

の方法による。 

３ 知事は、前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法により徴収しようとす

る場合には、納税者が新規登録の申請をした際に、当該自動車税の額に相当す

る現金を納付させた後、第１４４条の規定により提出すべき申告書または報告

書に納税済印を押すことによって、法第１５８条第４項の証紙に代えるものと

する。 

４ 前項の申告書または報告書の提出がなかったことにより、第２項の規定によ

り自動車税を証紙徴収の方法により徴収することができない場合には、当該自

動車税の徴収については、普通徴収の方法による。 

（自動車税の徴収の方法の特例） 

第１４２条の２ 知事は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律（平成１４年法律第１５１号）第６条第１項の規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規

定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、または法第７４７条の

２第１項の規定により法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情

報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第１４４条第１項の

規定による申告書または報告書の提出を行うときは、前条第２項および第３項

の規定によるほか、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登

録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を施行規則第９条で定める方法

により徴収することができる。 

（自動車税の納付手続） 

第１４３条 第１４２条第１項または第４項の規定により徴収される自動車税は

、知事が発行する納税通知書によって納めなければならない。 

２ （略） 

（自動車税の賦課徴収に関する申告または報告の義務） 

第１４４条 自動車税の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

その該当する事実が発生した日から１５日を経過する日まで（１５日を経過す

る日までの間に新規登録、道路運送車両法第１２条第１項に規定する変更登録

（次項において「変更登録」という。）または同法第１３条第１項に規定する

移転登録の申請をするときは、その申請をした際）に、法第１６０条第１項の

義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収（法第１条第

１項第１３号に規定する証紙徴収をいう。以下同じ。）の方法による。 

 

 

３ 知事は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする

場合には、納税者が新規登録の申請をした際に、当該種別割の額に相当する現

金を納付させた後、第１４４条の規定により提出すべき申告書または報告書に

納税済印を押すことによって、法第１７７条の１１第４項の証紙に代えるもの

とする。 

４ 前項の申告書または報告書の提出がなかったことにより、第２項の規定によ

り種別割を証紙徴収の方法により徴収することができない場合には、当該種別

割の徴収については、普通徴収の方法による。 

（種別割の徴収の方法の特例） 

第１４２条の２ 知事は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律（平成１４年法律第１５１号）第６条第１項の規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規

定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、または法第７４７条の

２第１項の規定により法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情

報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第１４４条第１項の

規定による申告書または報告書の提出を行うときは、前条第２項および第３項

の規定によるほか、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請

に係る自動車に係る種別割を施行規則第９条の１６で定める方法により徴収す

ることができる。 

（種別割の納付手続） 

第１４３条 第１４２条第１項または第４項の規定により徴収される種別割は、

知事が発行する納税通知書によって納めなければならない。 

２ （略） 

（種別割の賦課徴収に関する申告または報告の義務） 

第１４４条 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の該当する事実が発生した日から１５日を経過する日まで（１５日を経過する

日までの間に新規登録、道路運送車両法第１２条第１項に規定する変更登録（

次項において「変更登録」という。）または移転登録の申請をするときは、そ

の申請をした際）に、法第１７７条の１３第１項の申告書または報告書（以下
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７条第１項の規定により課する自動車税の徴収については、賦課期日後翌年２

月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、

証紙徴収（法第１条第１項第１３号に規定する証紙徴収をいう。以下同じ。）

の方法による。 

３ 知事は、前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法により徴収しようとす

る場合には、納税者が新規登録の申請をした際に、当該自動車税の額に相当す

る現金を納付させた後、第１４４条の規定により提出すべき申告書または報告

書に納税済印を押すことによって、法第１５８条第４項の証紙に代えるものと

する。 

４ 前項の申告書または報告書の提出がなかったことにより、第２項の規定によ

り自動車税を証紙徴収の方法により徴収することができない場合には、当該自

動車税の徴収については、普通徴収の方法による。 

（自動車税の徴収の方法の特例） 

第１４２条の２ 知事は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律（平成１４年法律第１５１号）第６条第１項の規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規

定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、または法第７４７条の

２第１項の規定により法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情

報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第１４４条第１項の

規定による申告書または報告書の提出を行うときは、前条第２項および第３項

の規定によるほか、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登

録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を施行規則第９条で定める方法

により徴収することができる。 

（自動車税の納付手続） 

第１４３条 第１４２条第１項または第４項の規定により徴収される自動車税は

、知事が発行する納税通知書によって納めなければならない。 

２ （略） 

（自動車税の賦課徴収に関する申告または報告の義務） 

第１４４条 自動車税の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

その該当する事実が発生した日から１５日を経過する日まで（１５日を経過す

る日までの間に新規登録、道路運送車両法第１２条第１項に規定する変更登録

（次項において「変更登録」という。）または同法第１３条第１項に規定する

移転登録の申請をするときは、その申請をした際）に、法第１６０条第１項の

義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収（法第１条第

１項第１３号に規定する証紙徴収をいう。以下同じ。）の方法による。 

 

 

３ 知事は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする

場合には、納税者が新規登録の申請をした際に、当該種別割の額に相当する現

金を納付させた後、第１４４条の規定により提出すべき申告書または報告書に

納税済印を押すことによって、法第１７７条の１１第４項の証紙に代えるもの

とする。 

４ 前項の申告書または報告書の提出がなかったことにより、第２項の規定によ

り種別割を証紙徴収の方法により徴収することができない場合には、当該種別

割の徴収については、普通徴収の方法による。 

（種別割の徴収の方法の特例） 

第１４２条の２ 知事は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律（平成１４年法律第１５１号）第６条第１項の規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規

定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、または法第７４７条の

２第１項の規定により法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情

報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第１４４条第１項の

規定による申告書または報告書の提出を行うときは、前条第２項および第３項

の規定によるほか、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請

に係る自動車に係る種別割を施行規則第９条の１６で定める方法により徴収す

ることができる。 

（種別割の納付手続） 

第１４３条 第１４２条第１項または第４項の規定により徴収される種別割は、

知事が発行する納税通知書によって納めなければならない。 

２ （略） 

（種別割の賦課徴収に関する申告または報告の義務） 

第１４４条 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の該当する事実が発生した日から１５日を経過する日まで（１５日を経過する

日までの間に新規登録、道路運送車両法第１２条第１項に規定する変更登録（

次項において「変更登録」という。）または移転登録の申請をするときは、そ

の申請をした際）に、法第１７７条の１３第１項の申告書または報告書（以下

申告書または報告書（以下この条において「申告書または報告書」という。）

を知事に提出しなければならない。 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 第１３４条第２項の規定により自動車税を課される使用者となったときま

たは使用者でなくなったとき。 

⑹ （略） 

２ （略） 

３ 自動車税の納税義務者が前２項の規定により申告書または報告書を提出した

後において、その申告し、または報告した事項に異動を生じたときは、第１項

の例により申告書または報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（自動車税の不申告等に関する過料） 

第１４５条 自動車税の納税義務者または第１３４条の２第１項に規定する自動

車の売主が、前２条の規定により申告し、または報告すべき事項について正当

な事由がなくて申告または報告をしなかった場合には、その者に対し、１０万

円以下の過料を科する。 

２・３ （略） 

 

（自動車税の減免） 

第１４９条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に対し、必要があると

認める場合においては、当該納税者の申請によって規則で定める範囲の自動車

税を減免することができる。 

⑴～⑶ （略） 

２ 前項第１号の規定により、自動車税の減免を受けようとする者は、災害を受

けた日から３０日以内に次の各号に掲げる事項を記載した申請書に損害を受け

たことを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。 

⑴～⑶ （略） 

３ 第１項第２号または第３号の規定により、自動車税の減免を受けようとする

者は、普通徴収の方法により徴収されるものにあっては納期限までに（賦課期

日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において同項第２号または第

３号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都

度）、証紙徴収の方法により徴収されるものにあってはその税金を払い込むこ

ととされている際に（当該税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末

この条において「申告書または報告書」という。）を知事に提出しなければな

らない。 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 法第１４６条第３項に規定する使用者となったときまたは使用者でなくな

ったとき。 

⑹ （略） 

２ （略） 

３ 種別割の納税義務者が前２項の規定により申告書または報告書を提出した後

において、その申告し、または報告した事項に異動を生じたときは、第１項の

例により申告書または報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（種別割の不申告等に関する過料） 

第１４５条 種別割の納税義務者または第１３４条の２第１項に規定する自動車

の売主が、前２条の規定により申告し、または報告すべき事項について正当な

事由がなくて申告または報告をしなかった場合には、その者に対し、１０万円

以下の過料を科する。 

２・３ （略） 

 

（種別割の減免） 

第１４９条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に対し、必要があると

認める場合においては、当該納税者の申請によって規則で定める範囲の種別割

を減免することができる。 

⑴～⑶ （略） 

２ 前項第１号の規定により、種別割の減免を受けようとする者は、災害を受け

た日から３０日以内に次の各号に掲げる事項を記載した申請書に損害を受けた

ことを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。 

⑴～⑶ （略） 

３ 第１項第２号または第３号の規定により、種別割の減免を受けようとする者

は、普通徴収の方法により徴収されるものにあっては納期限までに（賦課期日

から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において同項第２号または第３

号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度

）、証紙徴収の方法により徴収されるものにあってはその税金を払い込むこと

とされている際に（当該税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日
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申告書または報告書（以下この条において「申告書または報告書」という。）

を知事に提出しなければならない。 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 第１３４条第２項の規定により自動車税を課される使用者となったときま

たは使用者でなくなったとき。 

⑹ （略） 

２ （略） 

３ 自動車税の納税義務者が前２項の規定により申告書または報告書を提出した

後において、その申告し、または報告した事項に異動を生じたときは、第１項

の例により申告書または報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（自動車税の不申告等に関する過料） 

第１４５条 自動車税の納税義務者または第１３４条の２第１項に規定する自動

車の売主が、前２条の規定により申告し、または報告すべき事項について正当

な事由がなくて申告または報告をしなかった場合には、その者に対し、１０万

円以下の過料を科する。 

２・３ （略） 

 

（自動車税の減免） 

第１４９条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に対し、必要があると

認める場合においては、当該納税者の申請によって規則で定める範囲の自動車

税を減免することができる。 

⑴～⑶ （略） 

２ 前項第１号の規定により、自動車税の減免を受けようとする者は、災害を受

けた日から３０日以内に次の各号に掲げる事項を記載した申請書に損害を受け

たことを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。 

⑴～⑶ （略） 

３ 第１項第２号または第３号の規定により、自動車税の減免を受けようとする

者は、普通徴収の方法により徴収されるものにあっては納期限までに（賦課期

日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において同項第２号または第

３号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都

度）、証紙徴収の方法により徴収されるものにあってはその税金を払い込むこ

ととされている際に（当該税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末

この条において「申告書または報告書」という。）を知事に提出しなければな

らない。 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 法第１４６条第３項に規定する使用者となったときまたは使用者でなくな

ったとき。 

⑹ （略） 

２ （略） 

３ 種別割の納税義務者が前２項の規定により申告書または報告書を提出した後

において、その申告し、または報告した事項に異動を生じたときは、第１項の

例により申告書または報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（種別割の不申告等に関する過料） 

第１４５条 種別割の納税義務者または第１３４条の２第１項に規定する自動車

の売主が、前２条の規定により申告し、または報告すべき事項について正当な

事由がなくて申告または報告をしなかった場合には、その者に対し、１０万円

以下の過料を科する。 

２・３ （略） 

 

（種別割の減免） 

第１４９条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に対し、必要があると

認める場合においては、当該納税者の申請によって規則で定める範囲の種別割

を減免することができる。 

⑴～⑶ （略） 

２ 前項第１号の規定により、種別割の減免を受けようとする者は、災害を受け

た日から３０日以内に次の各号に掲げる事項を記載した申請書に損害を受けた

ことを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。 

⑴～⑶ （略） 

３ 第１項第２号または第３号の規定により、種別割の減免を受けようとする者

は、普通徴収の方法により徴収されるものにあっては納期限までに（賦課期日

から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において同項第２号または第３

号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度

）、証紙徴収の方法により徴収されるものにあってはその税金を払い込むこと

とされている際に（当該税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日

日までの間において同項第２号または第３号のいずれかに該当することとなっ

た自動車に係るものにあっては、その都度）前項各号に掲げる事項を記載した

申請書を知事に提出しなければならない。 

４ 第１項第２号または第３号の規定により、自動車税の減免を受けた者は、そ

の事由がやんだ場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。 

第１５０条 知事は、身体障害者または精神障害者（以下この条において「身体

障害者等」という。）が所有する自動車（当該身体障害者等が年齢１８歳未満

の身体障害者である場合または精神障害者である場合には、当該身体障害者等

と生計を一にする者が所有する自動車を含む。）で、次の各号のいずれかに該

当するものに対しては、身体障害者等１人につき１台に限り、規則で定める範

囲の自動車税を減免することができる。 

⑴・⑵ （略） 

２ 前項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法に

より徴収されるものにあっては納期限までに（賦課期日から当該賦課期日の属

する年度の末日までの間において同項各号のいずれかに該当することとなった

自動車に係るものにあっては、その都度）、証紙徴収の方法により徴収される

ものにあってはその税金を払い込むこととされている日から１月以内に（当該

税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において同項各

号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度

）、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類

を添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法第

９２条の規定により交付された身体障害者等もしくは生計同一者等の運転免許

証（以下この条において「運転免許証」という。）またはこれらの者の免許情

報記録個人番号カードを提示しなければならない。ただし、同項第１号に該当

する自動車を所有する身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明

する書類の提出を要しないものとする。 

⑴～⑹ （略） 

３ （略） 

４ 第２項の場合において、自動車税の減免を受けようとする者が、当該自動車

につき、前年度に第１項の規定により自動車税の減免を受けたときは、第２項

の規定にかかわらず、同項に規定する規則で定める書類および運転免許証また

は免許情報記録個人番号カードの提示を要しないものとする。 

 

までの間において同項第２号または第３号のいずれかに該当することとなった

自動車に係るものにあっては、その都度）前項各号に掲げる事項を記載した申

請書を知事に提出しなければならない。 

４ 第１項第２号または第３号の規定により、種別割の減免を受けた者は、その

事由がやんだ場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。 

第１５０条 知事は、身体障害者または精神障害者（以下この条において「身体

障害者等」という。）が所有する自動車（当該身体障害者等が年齢１８歳未満

の身体障害者である場合または精神障害者である場合には、当該身体障害者等

と生計を一にする者が所有する自動車を含む。）で、次の各号のいずれかに該

当するものに対しては、身体障害者等１人につき１台に限り、規則で定める範

囲の種別割を減免することができる。 

⑴・⑵ （略） 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によ

り徴収されるものにあっては納期限までに（賦課期日から当該賦課期日の属す

る年度の末日までの間において同項各号のいずれかに該当することとなった自

動車に係るものにあっては、その都度）、証紙徴収の方法により徴収されるも

のにあってはその税金を払い込むこととされている日から１月以内に（当該税

金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において同項各号

のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度）

、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を

添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法第９

２条の規定により交付された身体障害者等もしくは生計同一者等の運転免許証

（以下この条において「運転免許証」という。）またはこれらの者の免許情報

記録個人番号カードを提示しなければならない。ただし、同項第１号に該当す

る自動車を所有する身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明す

る書類の提出を要しないものとする。 

⑴～⑹ （略） 

３ （略） 

４ 第２項の場合において、種別割の減免を受けようとする者が、当該自動車に

つき、前年度に第１項の規定により種別割の減免を受けたときまたは第１３５

条の１４第１項の規定により環境性能割の減免を受けたときは、第２項の規定

にかかわらず、同項に規定する規則で定める書類および運転免許証または免許

情報記録個人番号カードの提示を要しないものとする。 
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日までの間において同項第２号または第３号のいずれかに該当することとなっ

た自動車に係るものにあっては、その都度）前項各号に掲げる事項を記載した

申請書を知事に提出しなければならない。 

４ 第１項第２号または第３号の規定により、自動車税の減免を受けた者は、そ

の事由がやんだ場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。 

第１５０条 知事は、身体障害者または精神障害者（以下この条において「身体

障害者等」という。）が所有する自動車（当該身体障害者等が年齢１８歳未満

の身体障害者である場合または精神障害者である場合には、当該身体障害者等

と生計を一にする者が所有する自動車を含む。）で、次の各号のいずれかに該

当するものに対しては、身体障害者等１人につき１台に限り、規則で定める範

囲の自動車税を減免することができる。 

⑴・⑵ （略） 

２ 前項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法に

より徴収されるものにあっては納期限までに（賦課期日から当該賦課期日の属

する年度の末日までの間において同項各号のいずれかに該当することとなった

自動車に係るものにあっては、その都度）、証紙徴収の方法により徴収される

ものにあってはその税金を払い込むこととされている日から１月以内に（当該

税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において同項各

号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度

）、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類

を添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法第

９２条の規定により交付された身体障害者等もしくは生計同一者等の運転免許

証（以下この条において「運転免許証」という。）またはこれらの者の免許情

報記録個人番号カードを提示しなければならない。ただし、同項第１号に該当

する自動車を所有する身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明

する書類の提出を要しないものとする。 

⑴～⑹ （略） 

３ （略） 

４ 第２項の場合において、自動車税の減免を受けようとする者が、当該自動車

につき、前年度に第１項の規定により自動車税の減免を受けたときは、第２項

の規定にかかわらず、同項に規定する規則で定める書類および運転免許証また

は免許情報記録個人番号カードの提示を要しないものとする。 

 

までの間において同項第２号または第３号のいずれかに該当することとなった

自動車に係るものにあっては、その都度）前項各号に掲げる事項を記載した申

請書を知事に提出しなければならない。 

４ 第１項第２号または第３号の規定により、種別割の減免を受けた者は、その

事由がやんだ場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。 

第１５０条 知事は、身体障害者または精神障害者（以下この条において「身体

障害者等」という。）が所有する自動車（当該身体障害者等が年齢１８歳未満

の身体障害者である場合または精神障害者である場合には、当該身体障害者等

と生計を一にする者が所有する自動車を含む。）で、次の各号のいずれかに該

当するものに対しては、身体障害者等１人につき１台に限り、規則で定める範

囲の種別割を減免することができる。 

⑴・⑵ （略） 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によ

り徴収されるものにあっては納期限までに（賦課期日から当該賦課期日の属す

る年度の末日までの間において同項各号のいずれかに該当することとなった自

動車に係るものにあっては、その都度）、証紙徴収の方法により徴収されるも

のにあってはその税金を払い込むこととされている日から１月以内に（当該税

金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において同項各号

のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度）

、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を

添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法第９

２条の規定により交付された身体障害者等もしくは生計同一者等の運転免許証

（以下この条において「運転免許証」という。）またはこれらの者の免許情報

記録個人番号カードを提示しなければならない。ただし、同項第１号に該当す

る自動車を所有する身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明す

る書類の提出を要しないものとする。 

⑴～⑹ （略） 

３ （略） 

４ 第２項の場合において、種別割の減免を受けようとする者が、当該自動車に

つき、前年度に第１項の規定により種別割の減免を受けたときまたは第１３５

条の１４第１項の規定により環境性能割の減免を受けたときは、第２項の規定

にかかわらず、同項に規定する規則で定める書類および運転免許証または免許

情報記録個人番号カードの提示を要しないものとする。 

５ 前条第４項の規定は、第１項の規定により自動車税の減免を受けた場合につ

いて準用する。この場合において、同条第４項中「第１項第２号または第３号

」とあるのは「第１５０条第１項」と読み替えるものとする。 

第１５１条 知事は、自動車税の賦課期日において、古物営業法（昭和２４年法

律第１０８号）第２条第１項に規定する古物である自動車を販売することを業

とする者で、同法第３条に規定する古物営業の許可（第３項第１号において「

古物営業の許可」という。）を受け、古物営業法施行規則（平成７年国家公安

委員会規則第１０号）第２条第４号に規定する自動車を取り扱うものが商品と

して所有している自動車で規則で定めるものに対しては、次に掲げる要件に該

当する場合に限り、規則で定める範囲の自動車税を減免することができる。 

⑴ 減免を受けようとする者に係る自動車税について次項の規定により申請書

を知事に提出する時において滞納がないこと。 

⑵ 減免を受けようとする者に係る当該年度の自動車税について納期限までに

納付されていること。 

⑶・⑷ （略） 

２ 前項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次

に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、知事に提出し

なければならない。 

⑴～⑷ （略） 

（自動車税に係る督促） 

第１５２条 納税者が納期限までに自動車税に係る徴収金を完納しない場合には

、徴税吏員は納期限後５０日以内に、督促状を発しなければならない。ただし

、繰上徴収をする場合には、この限りでない。 

（自動車税の証明書の交付） 

第１５３条 知事は、道路運送車両法第６２条第２項（同法第６７条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により自動車検査証の返付を受けようとす

る自動車に係る所有者が同法第９７条の２第１項に規定する自動車税の滞納が

ないことを証する書面の交付を請求する場合において、当該自動車について現

に自動車税に係る徴収金の滞納がないとき、またはその滞納があることが天災

その他やむを得ない事由によるものであるときは、その旨の証明書を交付する

ものとする。 

２ （略） 

３ 知事は、第１４３条第１項の納税通知書（第１３９条の賦課期日に納税義務

５ 前条第４項の規定は、第１項の規定により種別割の減免を受けた場合につい

て準用する。この場合において、同条第４項中「第１項第２号または第３号」

とあるのは「第１項」と読み替えるものとする。 

第１５１条 知事は、種別割の賦課期日において、古物営業法（昭和２４年法律

第１０８号）第２条第１項に規定する古物である自動車を販売することを業と

する者で、同法第３条に規定する古物営業の許可（第３項第１号において「古

物営業の許可」という。）を受け、古物営業法施行規則（平成７年国家公安委

員会規則第１０号）第２条第４号に規定する自動車を取り扱うものが商品とし

て所有している自動車で規則で定めるものに対しては、次に掲げる要件に該当

する場合に限り、規則で定める範囲の種別割を減免することができる。 

⑴ 減免を受けようとする者に係る種別割について次項の規定により申請書を

知事に提出する時において滞納がないこと。 

⑵ 減免を受けようとする者に係る当該年度の種別割について納期限までに納

付されていること。 

⑶・⑷ （略） 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に

掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、知事に提出しな

ければならない。 

⑴～⑷ （略） 

（種別割に係る督促） 

第１５２条 納税者が納期限までに種別割に係る徴収金を完納しない場合には、

徴税吏員は納期限後５０日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、

繰上徴収をする場合には、この限りでない。 

（種別割の証明書の交付） 

第１５３条 知事は、道路運送車両法第６２条第２項（同法第６７条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により自動車検査証の返付を受けようとす

る自動車に係る所有者が同法第９７条の２第１項に規定する種別割の滞納がな

いことを証する書面の交付を請求する場合において、当該自動車について現に

種別割に係る徴収金の滞納がないとき、またはその滞納があることが天災その

他やむを得ない事由によるものであるときは、その旨の証明書を交付するもの

とする。 

２ （略） 

３ 知事は、第１４３条第１項の納税通知書（第１３９条の賦課期日に納税義務
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５ 前条第４項の規定は、第１項の規定により自動車税の減免を受けた場合につ

いて準用する。この場合において、同条第４項中「第１項第２号または第３号

」とあるのは「第１５０条第１項」と読み替えるものとする。 

第１５１条 知事は、自動車税の賦課期日において、古物営業法（昭和２４年法

律第１０８号）第２条第１項に規定する古物である自動車を販売することを業

とする者で、同法第３条に規定する古物営業の許可（第３項第１号において「

古物営業の許可」という。）を受け、古物営業法施行規則（平成７年国家公安

委員会規則第１０号）第２条第４号に規定する自動車を取り扱うものが商品と

して所有している自動車で規則で定めるものに対しては、次に掲げる要件に該

当する場合に限り、規則で定める範囲の自動車税を減免することができる。 

⑴ 減免を受けようとする者に係る自動車税について次項の規定により申請書

を知事に提出する時において滞納がないこと。 

⑵ 減免を受けようとする者に係る当該年度の自動車税について納期限までに

納付されていること。 

⑶・⑷ （略） 

２ 前項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次

に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、知事に提出し

なければならない。 

⑴～⑷ （略） 

（自動車税に係る督促） 

第１５２条 納税者が納期限までに自動車税に係る徴収金を完納しない場合には

、徴税吏員は納期限後５０日以内に、督促状を発しなければならない。ただし

、繰上徴収をする場合には、この限りでない。 

（自動車税の証明書の交付） 

第１５３条 知事は、道路運送車両法第６２条第２項（同法第６７条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により自動車検査証の返付を受けようとす

る自動車に係る所有者が同法第９７条の２第１項に規定する自動車税の滞納が

ないことを証する書面の交付を請求する場合において、当該自動車について現

に自動車税に係る徴収金の滞納がないとき、またはその滞納があることが天災

その他やむを得ない事由によるものであるときは、その旨の証明書を交付する

ものとする。 

２ （略） 

３ 知事は、第１４３条第１項の納税通知書（第１３９条の賦課期日に納税義務

５ 前条第４項の規定は、第１項の規定により種別割の減免を受けた場合につい

て準用する。この場合において、同条第４項中「第１項第２号または第３号」

とあるのは「第１項」と読み替えるものとする。 

第１５１条 知事は、種別割の賦課期日において、古物営業法（昭和２４年法律

第１０８号）第２条第１項に規定する古物である自動車を販売することを業と

する者で、同法第３条に規定する古物営業の許可（第３項第１号において「古

物営業の許可」という。）を受け、古物営業法施行規則（平成７年国家公安委

員会規則第１０号）第２条第４号に規定する自動車を取り扱うものが商品とし

て所有している自動車で規則で定めるものに対しては、次に掲げる要件に該当

する場合に限り、規則で定める範囲の種別割を減免することができる。 

⑴ 減免を受けようとする者に係る種別割について次項の規定により申請書を

知事に提出する時において滞納がないこと。 

⑵ 減免を受けようとする者に係る当該年度の種別割について納期限までに納

付されていること。 

⑶・⑷ （略） 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に

掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、知事に提出しな

ければならない。 

⑴～⑷ （略） 

（種別割に係る督促） 

第１５２条 納税者が納期限までに種別割に係る徴収金を完納しない場合には、

徴税吏員は納期限後５０日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、

繰上徴収をする場合には、この限りでない。 

（種別割の証明書の交付） 

第１５３条 知事は、道路運送車両法第６２条第２項（同法第６７条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により自動車検査証の返付を受けようとす

る自動車に係る所有者が同法第９７条の２第１項に規定する種別割の滞納がな

いことを証する書面の交付を請求する場合において、当該自動車について現に

種別割に係る徴収金の滞納がないとき、またはその滞納があることが天災その

他やむを得ない事由によるものであるときは、その旨の証明書を交付するもの

とする。 

２ （略） 

３ 知事は、第１４３条第１項の納税通知書（第１３９条の賦課期日に納税義務

が発生した自動車税に係るものに限る。）により徴収金の納付があった場合そ

の他規則で定める場合であって、当該自動車について自動車税に係る徴収金の

滞納がないときは、前２項の規定による交付の請求がない場合であっても、第

１項の証明書を交付することができる。 

 

附 則 

第５条の２から第５条の５まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第５条の６ 知事は、平成２２年度から令和２０年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４

１条または第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項

が発生した種別割に係るものに限る。）により徴収金の納付があった場合その

他規則で定める場合であって、当該自動車について種別割に係る徴収金の滞納

がないときは、前２項の規定による交付の請求がない場合であっても、第１項

の証明書を交付することができる。 

 

附 則 

第５条の２から第５条の４まで 削除 

（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第５条の５ 知事は、平成２０年度から平成２８年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４

１条または第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項

に規定する居住年（以下この条および次条において「居住年」という。）が平

成１１年から平成１８年までの各年である場合に限る。）において、法附則第

５条の４第１項第１号に掲げる金額と同項第２号に掲げる金額とのいずれか少

ない金額から同項第３号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回る

場合には、零とする。）の５分の２に相当する金額を、当該納税義務者の第２

０条および第２０条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除するもの

とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第２１条の規定の適用については、同

条中「前３条および」とあるのは、「前３条および附則第５条の５第１項なら

びに」とする。 

３ 第１項の規定は、法附則第５条の４第３項に規定する場合に限り、適用する 

。 

４ 県民税の所得割の納税義務者が第２５条の２第１項の確定申告書を提出する

場合には、当該納税義務者は、法附則第５条の４第３項の申告書を、税務署長

を経由して同項に規定する市町長に提出することができる。 

５ 前項の場合において、法附則第５条の４第３項の申告書がその提出の際経由

することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理され

た時に同項に規定する市町長に提出されたものとみなす。 

 

第５条の６ 知事は、平成２２年度から令和２０年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４

１条または第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年
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が発生した自動車税に係るものに限る。）により徴収金の納付があった場合そ

の他規則で定める場合であって、当該自動車について自動車税に係る徴収金の

滞納がないときは、前２項の規定による交付の請求がない場合であっても、第

１項の証明書を交付することができる。 

 

附 則 

第５条の２から第５条の５まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第５条の６ 知事は、平成２２年度から令和２０年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４

１条または第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項

が発生した種別割に係るものに限る。）により徴収金の納付があった場合その

他規則で定める場合であって、当該自動車について種別割に係る徴収金の滞納

がないときは、前２項の規定による交付の請求がない場合であっても、第１項

の証明書を交付することができる。 

 

附 則 

第５条の２から第５条の４まで 削除 

（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第５条の５ 知事は、平成２０年度から平成２８年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４

１条または第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項

に規定する居住年（以下この条および次条において「居住年」という。）が平

成１１年から平成１８年までの各年である場合に限る。）において、法附則第

５条の４第１項第１号に掲げる金額と同項第２号に掲げる金額とのいずれか少

ない金額から同項第３号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回る

場合には、零とする。）の５分の２に相当する金額を、当該納税義務者の第２

０条および第２０条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除するもの

とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第２１条の規定の適用については、同

条中「前３条および」とあるのは、「前３条および附則第５条の５第１項なら

びに」とする。 

３ 第１項の規定は、法附則第５条の４第３項に規定する場合に限り、適用する 

。 

４ 県民税の所得割の納税義務者が第２５条の２第１項の確定申告書を提出する

場合には、当該納税義務者は、法附則第５条の４第３項の申告書を、税務署長

を経由して同項に規定する市町長に提出することができる。 

５ 前項の場合において、法附則第５条の４第３項の申告書がその提出の際経由

することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理され

た時に同項に規定する市町長に提出されたものとみなす。 

 

第５条の６ 知事は、平成２２年度から令和２０年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４

１条または第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年

に規定する居住年（以下この条において「居住年」という。）が平成２１年か

ら令和７年までの各年である場合に限る。）には、法附則第５条の４第１項第

１号に掲げる金額から同項第２号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零

を下回る場合には、零とする。）の５分の２に相当する金額（以下この項にお

いて「控除額」という。）を、当該納税義務者の第２０条および第２０条の２

の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合におい

て、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第８９条第

２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の

合計額（居住年が平成２８年から令和７年までの各年である場合には、当該納

税義務者の前年分の所得税に係る同法第８６条第２項に規定する基礎控除の額

（租税特別措置法第４１条の１６の２第１項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の額）から４８万円を控除して得た額（当該控除して得た額が零を下

回る場合には、零とする。）を加算した額）の１００分の２に相当する金額（

当該金額が３万９，０００円を超える場合には、３万９，０００円。以下この

項において「控除限度額」という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控

除限度額に相当する金額とする。 

２・３ （略） 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例） 

第５条の７ 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２

９号。以下「震災特例法」という。）第１３条第１項の規定の適用を受けた場

合における前条の規定の適用については、前条第１項中「租税特別措置法第４

１条または第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号）第１３条第１

項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条または同項の規

定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と、「法附則第５条の

４第１項第１号」とあるのは「法附則第４５条第１項の規定により読み替えて

適用される法附則第５条の４第１項第１号」と、「同項第２号」とあるのは「

法附則第４５条第１項の規定により読み替えて適用される法附則第５条の４第

１項第２号」とする。 

 

 

 

から平成１８年までまたは平成２１年から令和７年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の

４の２第１項第１号に掲げる金額から同項第２号に掲げる金額を控除した金額

（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）の５分の２に相当する金額（

以下この項において「控除額」という。）を、当該納税義務者の第２０条およ

び第２０条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得

税法第８９条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税

山林所得金額の合計額の１００分の２に相当する金額（当該金額が３万９，０

００円を超える場合には、３万９，０００円。以下この項において「控除限度

額」という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金

額とする。 

 

 

 

 

２・３ （略） 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例） 

第５条の７ 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２

９号。以下「震災特例法」という。）第１３条第１項の規定の適用を受けた場

合における前２条の規定の適用については、附則第５条の５第１項中「租税特

別措置法第４１条または第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号）

第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条ま

たは同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と、「法

附則第５条の４第１項第１号」とあるのは「法附則第４５条第１項の規定によ

り読み替えて適用される法附則第５条の４第１項第１号」と、「同項第３号」

とあるのは「法附則第４５条第１項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４第１項第３号」と、前条第１項中「租税特別措置法第４１条または

第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租

税特別措置法第４１条または同項の規定により適用される租税特別措置法第４令和８年3月31日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 36 号18



に規定する居住年（以下この条において「居住年」という。）が平成２１年か

ら令和７年までの各年である場合に限る。）には、法附則第５条の４第１項第

１号に掲げる金額から同項第２号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零

を下回る場合には、零とする。）の５分の２に相当する金額（以下この項にお

いて「控除額」という。）を、当該納税義務者の第２０条および第２０条の２

の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合におい

て、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第８９条第

２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の

合計額（居住年が平成２８年から令和７年までの各年である場合には、当該納

税義務者の前年分の所得税に係る同法第８６条第２項に規定する基礎控除の額

（租税特別措置法第４１条の１６の２第１項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の額）から４８万円を控除して得た額（当該控除して得た額が零を下

回る場合には、零とする。）を加算した額）の１００分の２に相当する金額（

当該金額が３万９，０００円を超える場合には、３万９，０００円。以下この

項において「控除限度額」という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控

除限度額に相当する金額とする。 

２・３ （略） 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例） 

第５条の７ 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２

９号。以下「震災特例法」という。）第１３条第１項の規定の適用を受けた場

合における前条の規定の適用については、前条第１項中「租税特別措置法第４

１条または第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号）第１３条第１

項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条または同項の規

定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と、「法附則第５条の

４第１項第１号」とあるのは「法附則第４５条第１項の規定により読み替えて

適用される法附則第５条の４第１項第１号」と、「同項第２号」とあるのは「

法附則第４５条第１項の規定により読み替えて適用される法附則第５条の４第

１項第２号」とする。 

 

 

 

から平成１８年までまたは平成２１年から令和７年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の

４の２第１項第１号に掲げる金額から同項第２号に掲げる金額を控除した金額

（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）の５分の２に相当する金額（

以下この項において「控除額」という。）を、当該納税義務者の第２０条およ

び第２０条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得

税法第８９条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税

山林所得金額の合計額の１００分の２に相当する金額（当該金額が３万９，０

００円を超える場合には、３万９，０００円。以下この項において「控除限度

額」という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金

額とする。 

 

 

 

 

２・３ （略） 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例） 

第５条の７ 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２

９号。以下「震災特例法」という。）第１３条第１項の規定の適用を受けた場

合における前２条の規定の適用については、附則第５条の５第１項中「租税特

別措置法第４１条または第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号）

第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条ま

たは同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と、「法

附則第５条の４第１項第１号」とあるのは「法附則第４５条第１項の規定によ

り読み替えて適用される法附則第５条の４第１項第１号」と、「同項第３号」

とあるのは「法附則第４５条第１項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４第１項第３号」と、前条第１項中「租税特別措置法第４１条または

第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租

税特別措置法第４１条または同項の規定により適用される租税特別措置法第４

 

 

 

 

（令和６年度分の個人の県民税の特別税額控除） 

第５条の８ （略） 

２ 前項の県民税に係る令和６年度分特別税額控除額は、第１号に掲げる額と第

２号に掲げる額との合計額（以下この項において「個人の住民税の所得割の額

」という。）が１万円（特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等（法

附則第５条の８第２項に規定する控除対象配偶者等をいう。以下この項におい

て同じ。）を有する場合には、１万円に当該控除対象配偶者等１人につき１万

円を加算した金額）を超える場合には１万円（特別税額控除対象納税義務者が

控除対象配偶者等を有する場合には、１万円に当該控除対象配偶者等１人につ

き１万円を加算した金額）に第１号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で

除して得た数値を乗じて得た金額（当該金額に１円未満の端数があるとき、ま

たは当該金額の全額が１円未満であるときは、その端数金額またはその全額を

切り上げた金額）とし、個人の住民税の所得割の額が１万円（特別税額控除対

象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、１万円に当該控除対象配

偶者等１人につき１万円を加算した金額）を超えない場合には同号に掲げる額

に相当する金額とする。 

⑴ （略） 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の法第３１４条の３および第３１４条の６か

ら第３１４条の９までならびに法附則第３条の３第５項、第５条第３項、第

５条の４第５項、第５条の５第２項および第７条の２第４項の規定を適用し

て計算した場合の所得割の額 

（令和７年度分の個人の県民税の特別税額控除） 

第５条の９ （略） 

２ 前項の県民税に係る令和７年度分特別税額控除額は、第１号に掲げる額と第

２号に掲げる額との合計額（以下この項において「個人の住民税の所得割の額

」という。）が１万円を超える場合には１万円に第１号に掲げる額を個人の住

民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額（当該金額に１円未満の

端数があるとき、または当該金額の全額が１円未満であるときは、その端数金

額またはその全額を切り上げた金額）とし、個人の住民税の所得割の額が１万

１条の２の２」と、「法附則第５条の４の２第１項第１号」とあるのは「法附

則第４５条第１項の規定により読み替えて適用される法附則第５条の４の２第

１項第１号」と、「同項第２号」とあるのは「法附則第４５条第１項の規定に

より読み替えて適用される法附則第５条の４の２第１項第２号」とする。 

（令和６年度分の個人の県民税の特別税額控除） 

第５条の８ （略） 

２ 前項の県民税に係る令和６年度分特別税額控除額は、第１号に掲げる額と第

２号に掲げる額との合計額（以下この項において「個人の住民税の所得割の額

」という。）が１万円（特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等（法

附則第５条の８第２項に規定する控除対象配偶者等をいう。以下この項におい

て同じ。）を有する場合には、１万円に当該控除対象配偶者等１人につき１万

円を加算した金額）を超える場合には１万円（特別税額控除対象納税義務者が

控除対象配偶者等を有する場合には、１万円に当該控除対象配偶者等１人につ

き１万円を加算した金額）に第１号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で

除して得た数値を乗じて得た金額（当該金額に１円未満の端数があるとき、ま

たは当該金額の全額が１円未満であるときは、その端数金額またはその全額を

切り上げた金額）とし、個人の住民税の所得割の額が１万円（特別税額控除対

象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、１万円に当該控除対象配

偶者等１人につき１万円を加算した金額）を超えない場合には同号に掲げる額

に相当する金額とする。 

⑴ （略） 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の法第３１４条の３および第３１４条の６か

ら第３１４条の９までならびに法附則第３条の３第５項、第５条第３項、第

５条の４の２第５項、第５条の５第２項および第７条の２第４項の規定を適

用して計算した場合の所得割の額 

（令和７年度分の個人の県民税の特別税額控除） 

第５条の９ （略） 

２ 前項の県民税に係る令和７年度分特別税額控除額は、第１号に掲げる額と第

２号に掲げる額との合計額（以下この項において「個人の住民税の所得割の額

」という。）が１万円を超える場合には１万円に第１号に掲げる額を個人の住

民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額（当該金額に１円未満の

端数があるとき、または当該金額の全額が１円未満であるときは、その端数金

額またはその全額を切り上げた金額）とし、個人の住民税の所得割の額が１万

円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。 

⑴ （略） 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の法第３１４条の３および第３１４条の６か

ら第３１４条の９までならびに法附則第３条の３第５項、第５条第３項、第

５条の４第５項、第５条の５第２項および第７条の２第４項の規定を適用し

て計算した場合の所得割の額 

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例） 

第６条 知事は、昭和５７年度から令和１２年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に

掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却し

た肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育

牛」という。）である場合（その売却した肉用牛の頭数の合計が１，５００頭

以内である場合に限る。）において、第２５条の規定による申告書（その提出

期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよ

びその時までに提出された第２５条の２第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）にその肉用牛の売却に係る同法第２５条第１項に規定する事業所

得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。次項におい

て同じ。）は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第５

条第１項に規定する額を免除するものとする。 

２ 知事は、前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方法により当

該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象

飼育牛に該当しないものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計

が１，５００頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれてい

る場合（その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場

合を含む。）において、第２５条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係

る同法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載が

あるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第１８

条から第２０条の３まで、附則第５条第１項および附則第５条の６第１項なら

びに法第３２条第３項から第１６項まで、第３７条の３および法附則第５条の

５第１項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。 

 

円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。 

⑴ （略） 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の法第３１４条の３および第３１４条の６か

ら第３１４条の９までならびに法附則第３条の３第５項、第５条第３項、第

５条の４の２第５項、第５条の５第２項および第７条の２第４項の規定を適

用して計算した場合の所得割の額 

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例） 

第６条 知事は、昭和５７年度から令和９年度までの各年度分の個人の県民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲

げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した

肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育牛

」という。）である場合（その売却した肉用牛の頭数の合計が１，５００頭以

内である場合に限る。）において、第２５条の規定による申告書（その提出期

限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよび

その時までに提出された第２５条の２第１項の確定申告書を含む。次項におい

て同じ。）にその肉用牛の売却に係る同法第２５条第１項に規定する事業所得

の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。次項において

同じ。）は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第５条

第１項に規定する額を免除するものとする。 

２ 知事は、前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方法により当

該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象

飼育牛に該当しないものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計

が１，５００頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれてい

る場合（その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場

合を含む。）において、第２５条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係

る同法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載が

あるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第１８

条から第２０条の３まで、附則第５条第１項、附則第５条の５第１項および附

則第５条の６第１項ならびに法第３２条第３項から第１６項まで、第３７条の

３および法附則第５条の５第１項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計

額とすることができる。 
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円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。 

⑴ （略） 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の法第３１４条の３および第３１４条の６か

ら第３１４条の９までならびに法附則第３条の３第５項、第５条第３項、第

５条の４第５項、第５条の５第２項および第７条の２第４項の規定を適用し

て計算した場合の所得割の額 

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例） 

第６条 知事は、昭和５７年度から令和１２年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に

掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却し

た肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育

牛」という。）である場合（その売却した肉用牛の頭数の合計が１，５００頭

以内である場合に限る。）において、第２５条の規定による申告書（その提出

期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよ

びその時までに提出された第２５条の２第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）にその肉用牛の売却に係る同法第２５条第１項に規定する事業所

得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。次項におい

て同じ。）は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第５

条第１項に規定する額を免除するものとする。 

２ 知事は、前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方法により当

該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象

飼育牛に該当しないものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計

が１，５００頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれてい

る場合（その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場

合を含む。）において、第２５条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係

る同法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載が

あるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第１８

条から第２０条の３まで、附則第５条第１項および附則第５条の６第１項なら

びに法第３２条第３項から第１６項まで、第３７条の３および法附則第５条の

５第１項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。 

 

円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。 

⑴ （略） 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の法第３１４条の３および第３１４条の６か

ら第３１４条の９までならびに法附則第３条の３第５項、第５条第３項、第

５条の４の２第５項、第５条の５第２項および第７条の２第４項の規定を適

用して計算した場合の所得割の額 

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例） 

第６条 知事は、昭和５７年度から令和９年度までの各年度分の個人の県民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲

げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した

肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育牛

」という。）である場合（その売却した肉用牛の頭数の合計が１，５００頭以

内である場合に限る。）において、第２５条の規定による申告書（その提出期

限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよび

その時までに提出された第２５条の２第１項の確定申告書を含む。次項におい

て同じ。）にその肉用牛の売却に係る同法第２５条第１項に規定する事業所得

の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。次項において

同じ。）は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第５条

第１項に規定する額を免除するものとする。 

２ 知事は、前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方法により当

該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象

飼育牛に該当しないものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計

が１，５００頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれてい

る場合（その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場

合を含む。）において、第２５条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係

る同法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載が

あるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第１８

条から第２０条の３まで、附則第５条第１項、附則第５条の５第１項および附

則第５条の６第１項ならびに法第３２条第３項から第１６項まで、第３７条の

３および法附則第５条の５第１項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計

額とすることができる。 

⑴ （略） 

⑵ 租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の金額がないも

のとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第１８条から

第２０条の３まで、附則第５条第１項および附則第５条の６第１項ならびに

法第３２条第３項から第１６項まで、第３７条の３および法附則第５条の５

第１項の規定により計算した所得割の額に相当する金額 

 

３ （略） 

 

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例） 

第８条 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または法附則第１０条の

３第１項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第

６条の１７第１項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第５８条第２項

ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１日か

ら令和１３年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「６

月」とあるのは、「１年」とする。 

２ 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第７１条第１項に規定する特例適用

住宅が新築された場合における同項および第７２条第１項の規定の適用につい

ては、当該土地の取得が平成１６年４月１日から令和１３年３月３１日までの

間に行われたときに限り、第７１条第１項第１号中「２年」とあるのは「３年

（同日から３年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として

施行令附則第６条の１７第２項に規定する場合には、４年）」と、第７２条第

１項中「２年」とあるのは「３年（施行令附則第６条の１７第２項に規定する

場合には、４年）」とする。 

 

（軽油引取税の課税免除の特例） 

第８条の８ （略） 

 

 

 

 

 

 

⑴ （略） 

⑵ 租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の金額がないも

のとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第１８条から

第２０条の３まで、附則第５条第１項、附則第５条の５第１項および附則第

５条の６第１項ならびに法第３２条第３項から第１６項まで、第３７条の３

および法附則第５条の５第１項の規定により計算した所得割の額に相当する

金額 

３ （略） 

 

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例） 

第８条 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または法附則第１０条の

３第１項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第

６条の１７第１項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第５８条第２項

ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１日か

ら令和８年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「６月

」とあるのは、「１年」とする。 

２ 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第７１条第１項に規定する特例適用

住宅が新築された場合における同項および第７２条第１項の規定の適用につい

ては、当該土地の取得が平成１６年４月１日から令和８年３月３１日までの間

に行われたときに限り、第７１条第１項第１号中「２年」とあるのは「３年（

同日から３年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施

行令附則第６条の１７第２項に規定する場合には、４年）」と、第７２条第１

項中「２年」とあるのは「３年（施行令附則第６条の１７第２項に規定する場

合には、４年）」とする。 

 

（軽油引取税の課税免除の特例） 

第８条の８ （略） 

（軽油引取税の税率の特例） 

第８条の９ 軽油引取税の税率は、第１２３条の規定にかかわらず、当分の間、

１キロリットルにつき、３万２，１００円とする。 

（揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止） 

第８条の１０ 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第８９条

第１項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第１１６条第１項
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⑴ （略） 

⑵ 租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の金額がないも

のとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第１８条から

第２０条の３まで、附則第５条第１項および附則第５条の６第１項ならびに

法第３２条第３項から第１６項まで、第３７条の３および法附則第５条の５

第１項の規定により計算した所得割の額に相当する金額 

 

３ （略） 

 

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例） 

第８条 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または法附則第１０条の

３第１項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第

６条の１７第１項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第５８条第２項

ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１日か

ら令和１３年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「６

月」とあるのは、「１年」とする。 

２ 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第７１条第１項に規定する特例適用

住宅が新築された場合における同項および第７２条第１項の規定の適用につい

ては、当該土地の取得が平成１６年４月１日から令和１３年３月３１日までの

間に行われたときに限り、第７１条第１項第１号中「２年」とあるのは「３年

（同日から３年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として

施行令附則第６条の１７第２項に規定する場合には、４年）」と、第７２条第

１項中「２年」とあるのは「３年（施行令附則第６条の１７第２項に規定する

場合には、４年）」とする。 

 

（軽油引取税の課税免除の特例） 

第８条の８ （略） 

 

 

 

 

 

 

⑴ （略） 

⑵ 租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の金額がないも

のとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第１８条から

第２０条の３まで、附則第５条第１項、附則第５条の５第１項および附則第

５条の６第１項ならびに法第３２条第３項から第１６項まで、第３７条の３

および法附則第５条の５第１項の規定により計算した所得割の額に相当する

金額 

３ （略） 

 

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例） 

第８条 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または法附則第１０条の

３第１項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第

６条の１７第１項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第５８条第２項

ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１日か

ら令和８年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「６月

」とあるのは、「１年」とする。 

２ 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第７１条第１項に規定する特例適用

住宅が新築された場合における同項および第７２条第１項の規定の適用につい

ては、当該土地の取得が平成１６年４月１日から令和８年３月３１日までの間

に行われたときに限り、第７１条第１項第１号中「２年」とあるのは「３年（

同日から３年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施

行令附則第６条の１７第２項に規定する場合には、４年）」と、第７２条第１

項中「２年」とあるのは「３年（施行令附則第６条の１７第２項に規定する場

合には、４年）」とする。 

 

（軽油引取税の課税免除の特例） 

第８条の８ （略） 

（軽油引取税の税率の特例） 

第８条の９ 軽油引取税の税率は、第１２３条の規定にかかわらず、当分の間、

１キロリットルにつき、３万２，１００円とする。 

（揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止） 

第８条の１０ 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第８９条

第１項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第１１６条第１項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売

、同条第４項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油

の消費もしくは第１１７条第１項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行わ

れた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第１１６条第６項の

規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前条の規定の適

用を停止する。 

２ 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特

別措置法第８９条第２項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に

第１１６条第１項もしくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料

炭化水素油の販売、同条第４項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第

５項の炭化水素油の消費もしくは第１１７条第１項各号の軽油の消費、譲渡も

しくは輸入が行われた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第

１１６条第６項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については

、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。 

（揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停

止） 

第８条の１１ 前条の規定は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第４４条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止

する。 

（自動車税の環境性能割の非課税） 

第８条の１２ 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事

業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行

の維持が困難になっているもの（国が交付する車両の購入に係る補助金を受け

て取得した一般乗合用のバスを運行の用に供するものに限る。）の運行の用に

供するバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和９年３月３１日ま

でに行われたときに限り、第１３４条第１項の規定にかかわらず、自動車税の

環境性能割を課さない。 

（自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第８条の１３ 営業用の自動車に対する第１３５条の２各号の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 
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もしくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売

、同条第４項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油

の消費もしくは第１１７条第１項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行わ

れた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第１１６条第６項の

規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前条の規定の適

用を停止する。 

２ 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特

別措置法第８９条第２項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に

第１１６条第１項もしくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料

炭化水素油の販売、同条第４項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第

５項の炭化水素油の消費もしくは第１１７条第１項各号の軽油の消費、譲渡も

しくは輸入が行われた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第

１１６条第６項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については

、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。 

（揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停

止） 

第８条の１１ 前条の規定は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第４４条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止

する。 

（自動車税の環境性能割の非課税） 

第８条の１２ 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事

業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行

の維持が困難になっているもの（国が交付する車両の購入に係る補助金を受け

て取得した一般乗合用のバスを運行の用に供するものに限る。）の運行の用に

供するバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和９年３月３１日ま

でに行われたときに限り、第１３４条第１項の規定にかかわらず、自動車税の

環境性能割を課さない。 

（自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第８条の１３ 営業用の自動車に対する第１３５条の２各号の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

 

（自動車税の課税免除の特例） 

第９条 知事は、当分の間、私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育

練習の用に供し、かつ、知事の承認を受けたものに対しては、第１３４条の３

第１項第３号の規定にかかわらず、自動車税の課税を免除する。 

（自動車税の税率の特例） 

第９条の２ 次の各号に掲げる自動車（法附則第１２条の３第１項に規定する電

気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車および自家用の乗用車（３

輪の小型自動車であるものを除く。次条において同じ。）ならびに第１３６条

第１項第３号ア（ア）に規定する一般乗合用バス、同項第４号ウに規定する自家用

のキャンピング車および被けん引車を除く。）に対する当該各号に定める年度

以後の年度分の自動車税に係る第１３６条の規定の適用については、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

⑴ 法附則第１２条の３第１項第１号に規定するガソリン自動車または石油ガ

ス自動車で平成２７年３月３１日までに最初の第１４２条第２項に規定する

新規登録（以下この条および次条において「初回新規登録」という。）を受

けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して１４年を経過した日の属す

る年度 

⑵ 法附則第１２条の３第１項第２号に規定する軽油自動車その他の前号に掲

げる自動車以外の自動車で平成２９年３月３１日までに初回新規登録を受け

たもの 初回新規登録を受けた日から起算して１２年を経過した日の属する

年度 

（略） （略） （略） 

２ 自動車（法附則第１２条の３第２項各号の規定に適合する電気自動車、天然

ガス自動車および充電機能付電力併用自動車に限る。）に対する第１３６条の

規定の適用については、当該自動車が令和７年４月１日から令和１０年３月３

１日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日

の属する年度の翌年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

（略） （略） （略） 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

（自動車税の種別割の課税免除の特例） 

第９条 知事は、当分の間、私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育

練習の用に供し、かつ、知事の承認を受けたものに対しては、第１３４条の３

第１項第３号の規定にかかわらず、自動車税の種別割の課税を免除する。 

（自動車税の種別割の税率の特例） 

第９条の２ 次の各号に掲げる自動車（法附則第１２条の３第１項に規定する電

気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車および自家用の乗用車（３

輪の小型自動車であるものを除く。次条において同じ。）ならびに第１３６条

第１項第３号ア（ア）に規定する一般乗合用バス、同項第４号ウに規定する自家用

のキャンピング車および被けん引車を除く。）に対する当該各号に定める年度

以後の年度分の自動車税の種別割に係る第１３６条の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

⑴ 法第１４９条第１項第４号に規定するガソリン自動車または同項第５号に

規定する石油ガス自動車で平成２５年３月３１日までに最初の第１３４条の

２第３項に規定する新規登録（以下この条において「初回新規登録」という

。）を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して１４年を経過した

日の属する年度 

⑵ 法第１４９条第１項第６号に規定する軽油自動車その他の前号に掲げる自

動車以外の自動車で平成２７年３月３１日までに初回新規登録を受けたもの 

 初回新規登録を受けた日から起算して１２年を経過した日の属する年度 

 

（略） （略） （略） 

２ 自動車（法附則第１２条の３第２項各号の規定に適合する電気自動車、天然

ガス自動車、充電機能付電力併用自動車、ガソリン自動車、石油ガス自動車お

よび軽油自動車に限る。）に対する第１３６条の規定の適用については、当該

自動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの間に初回新規登録を

受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動

車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） （略） 
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３ 営業用の乗用車（法附則第１２条の３第３項各号の規定に適合するガソリン

自動車、石油ガス自動車および軽油自動車に限る。）に対する第１３６条第１

項の規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和７年４月１日から令和

８年３月３１日までの間に初回新規登録を受けた場合には、令和８年度分の自

動車税に限り、前項の表の左欄に掲げる同条第１項の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条の３ 福井県県税条例等の一部を改正する条例（令和元年福井県条例第５

号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この項において「特定日

」という。）の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって福

井県県税条例等の一部を改正する条例（平成２９年福井県条例第２号）第３条

の規定による改正前の福井県県税条例（以下この項において「平成２９年改正

前の福井県県税条例」という。）第１３４条第１項もしくは第３項の規定によ

り平成２９年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されたもの（同

日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって、地方税法等の一部

を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第２条の規定による改正前の

地方税法第１４６条その他地方税に関する法律およびこの条例の規定により平

成２９年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを

含む。）または同日までに法の施行地外において道路運送車両法第２条第５項

に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第５条の２の２で定めるも

３ 営業用の乗用車（法附則第１２条の３第３項各号の規定に適合するガソリン

自動車、石油ガス自動車および軽油自動車（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に限る。）に対する第１３６条第１項第１号アおよび第５号アの規定

の適用については、当該営業用の乗用車が令和４年４月１日から令和７年３月

３１日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた

日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第１項第１号ア（ア）およ

び（イ） 

７，５００円 ４，０００円 

８，５００円 ４，５００円 

９，５００円 ５，０００円 

１万３，８００円 ７，０００円 

１万５，７００円 ８，０００円 

１万７，９００円 ９，０００円 

２万５００円 １万５００円 

２万３，６００円 １万２，０００円 

２万７，２００円 １万４，０００円 

４万７００円 ２万５００円 

第１項第５号ア ４，５００円 ２，５００円 

３，９００円 ２，０００円 

第９条の３ 福井県県税条例等の一部を改正する条例（令和元年福井県条例第５

号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この項において「特定日

」という。）の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって福

井県県税条例等の一部を改正する条例（平成２９年福井県条例第２号）第３条

の規定による改正前の福井県県税条例（以下この項において「平成２９年改正

前の福井県県税条例」という。）第１３４条第１項もしくは第３項の規定によ

り平成２９年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されたもの（同

日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって、地方税法等の一部

を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第２条の規定による改正前の

地方税法第１４６条その他地方税に関する法律およびこの条例の規定により平

成２９年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを

含む。）または同日までに法の施行地外において法第１４６条第２項に規定す

る運行に相当するものとして施行規則附則第５条の２の２で定めるものの用に

 

（自動車税の課税免除の特例） 

第９条 知事は、当分の間、私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育

練習の用に供し、かつ、知事の承認を受けたものに対しては、第１３４条の３

第１項第３号の規定にかかわらず、自動車税の課税を免除する。 

（自動車税の税率の特例） 

第９条の２ 次の各号に掲げる自動車（法附則第１２条の３第１項に規定する電

気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車および自家用の乗用車（３

輪の小型自動車であるものを除く。次条において同じ。）ならびに第１３６条

第１項第３号ア（ア）に規定する一般乗合用バス、同項第４号ウに規定する自家用

のキャンピング車および被けん引車を除く。）に対する当該各号に定める年度

以後の年度分の自動車税に係る第１３６条の規定の適用については、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

⑴ 法附則第１２条の３第１項第１号に規定するガソリン自動車または石油ガ

ス自動車で平成２７年３月３１日までに最初の第１４２条第２項に規定する

新規登録（以下この条および次条において「初回新規登録」という。）を受

けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して１４年を経過した日の属す

る年度 

⑵ 法附則第１２条の３第１項第２号に規定する軽油自動車その他の前号に掲

げる自動車以外の自動車で平成２９年３月３１日までに初回新規登録を受け

たもの 初回新規登録を受けた日から起算して１２年を経過した日の属する

年度 

（略） （略） （略） 

２ 自動車（法附則第１２条の３第２項各号の規定に適合する電気自動車、天然

ガス自動車および充電機能付電力併用自動車に限る。）に対する第１３６条の

規定の適用については、当該自動車が令和７年４月１日から令和１０年３月３

１日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日

の属する年度の翌年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

（略） （略） （略） 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

（自動車税の種別割の課税免除の特例） 

第９条 知事は、当分の間、私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育

練習の用に供し、かつ、知事の承認を受けたものに対しては、第１３４条の３

第１項第３号の規定にかかわらず、自動車税の種別割の課税を免除する。 

（自動車税の種別割の税率の特例） 

第９条の２ 次の各号に掲げる自動車（法附則第１２条の３第１項に規定する電

気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車および自家用の乗用車（３

輪の小型自動車であるものを除く。次条において同じ。）ならびに第１３６条

第１項第３号ア（ア）に規定する一般乗合用バス、同項第４号ウに規定する自家用

のキャンピング車および被けん引車を除く。）に対する当該各号に定める年度

以後の年度分の自動車税の種別割に係る第１３６条の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

⑴ 法第１４９条第１項第４号に規定するガソリン自動車または同項第５号に

規定する石油ガス自動車で平成２５年３月３１日までに最初の第１３４条の

２第３項に規定する新規登録（以下この条において「初回新規登録」という

。）を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して１４年を経過した

日の属する年度 

⑵ 法第１４９条第１項第６号に規定する軽油自動車その他の前号に掲げる自

動車以外の自動車で平成２７年３月３１日までに初回新規登録を受けたもの 

 初回新規登録を受けた日から起算して１２年を経過した日の属する年度 

 

（略） （略） （略） 

２ 自動車（法附則第１２条の３第２項各号の規定に適合する電気自動車、天然

ガス自動車、充電機能付電力併用自動車、ガソリン自動車、石油ガス自動車お

よび軽油自動車に限る。）に対する第１３６条の規定の適用については、当該

自動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの間に初回新規登録を

受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動

車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） （略） 
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３ 営業用の乗用車（法附則第１２条の３第３項各号の規定に適合するガソリン

自動車、石油ガス自動車および軽油自動車に限る。）に対する第１３６条第１

項の規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和７年４月１日から令和

８年３月３１日までの間に初回新規登録を受けた場合には、令和８年度分の自

動車税に限り、前項の表の左欄に掲げる同条第１項の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条の３ 福井県県税条例等の一部を改正する条例（令和元年福井県条例第５

号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この項において「特定日

」という。）の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって福

井県県税条例等の一部を改正する条例（平成２９年福井県条例第２号）第３条

の規定による改正前の福井県県税条例（以下この項において「平成２９年改正

前の福井県県税条例」という。）第１３４条第１項もしくは第３項の規定によ

り平成２９年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されたもの（同

日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって、地方税法等の一部

を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第２条の規定による改正前の

地方税法第１４６条その他地方税に関する法律およびこの条例の規定により平

成２９年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを

含む。）または同日までに法の施行地外において道路運送車両法第２条第５項

に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第５条の２の２で定めるも

３ 営業用の乗用車（法附則第１２条の３第３項各号の規定に適合するガソリン

自動車、石油ガス自動車および軽油自動車（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に限る。）に対する第１３６条第１項第１号アおよび第５号アの規定

の適用については、当該営業用の乗用車が令和４年４月１日から令和７年３月

３１日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた

日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第１項第１号ア（ア）およ

び（イ） 

７，５００円 ４，０００円 

８，５００円 ４，５００円 

９，５００円 ５，０００円 

１万３，８００円 ７，０００円 

１万５，７００円 ８，０００円 

１万７，９００円 ９，０００円 

２万５００円 １万５００円 

２万３，６００円 １万２，０００円 

２万７，２００円 １万４，０００円 

４万７００円 ２万５００円 

第１項第５号ア ４，５００円 ２，５００円 

３，９００円 ２，０００円 

第９条の３ 福井県県税条例等の一部を改正する条例（令和元年福井県条例第５

号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この項において「特定日

」という。）の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって福

井県県税条例等の一部を改正する条例（平成２９年福井県条例第２号）第３条

の規定による改正前の福井県県税条例（以下この項において「平成２９年改正

前の福井県県税条例」という。）第１３４条第１項もしくは第３項の規定によ

り平成２９年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されたもの（同

日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって、地方税法等の一部

を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第２条の規定による改正前の

地方税法第１４６条その他地方税に関する法律およびこの条例の規定により平

成２９年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを

含む。）または同日までに法の施行地外において法第１４６条第２項に規定す

る運行に相当するものとして施行規則附則第５条の２の２で定めるものの用に

のの用に供されたことがある自家用の乗用車等であって特定日以後に初回新規

登録を受けたものに対して課する自動車税の税率は、第１３６条第１項の規定

にかかわらず、１台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車等の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

⑴・⑵ （略） 

２ （略） 

３ 第１項第１号の規定の適用を受ける自家用の乗用車（法附則第１２条の３第

１項に規定する電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノ

ール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除

く。）および同項第２号の規定の適用を受ける自家用のキャンピング車のうち

、前条第１項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の

自動車税に係る第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

（略） （略） （略） 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例） 

第１１条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その基因となる

土地の譲渡等が平成１０年１月１日から令和１１年３月３１日までの間に行わ

れたものについては、適用しない。 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県

民税の課税の特例） 

第１１条の５ 昭和６３年度から令和１１年度までの各年度分の個人の県民税に

限り、法附則第３４条の２第１項に規定するときにおける前条第１項前段に規

定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前

条第１項前段の規定にかかわらず、法附則第３４条の２第１項に定めるところ

による。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年度までの各年度分の個人の県民

税に限り、法附則第３４条の２第２項に規定するときにおける前条第１項に規

供されたことがある自家用の乗用車等であって特定日以後に初回新規登録を受

けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第１３６条第１項の規定

にかかわらず、１台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車等の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

⑴・⑵ （略） 

２ （略） 

３ 第１項第１号の規定の適用を受ける自家用の乗用車（法附則第１２条の３第

１項に規定する電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノ

ール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除

く。）および同項第２号の規定の適用を受ける自家用のキャンピング車のうち

、前条第１項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の

自動車税の種別割に係る第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げ

る同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

（略） （略） （略） 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例） 

第１１条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その起因となる

土地の譲渡等が平成１０年１月１日から令和８年３月３１日までの間に行われ

たものについては、適用しない。 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県

民税の課税の特例） 

第１１条の５ 昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の県民税に限

り、法附則第３４条の２第１項に規定するときにおける前条第１項前段に規定

する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ

。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条

第１項前段の規定にかかわらず、法附則第３４条の２第１項に定めるところに

よる。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、法附則第３４条の２第２項に規定するときにおける前条第１項に規定
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定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に

ついて準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項

の規定に該当することとなる場合においては、同条第１１項に定めるところに

よる。 

３・４ （略） 

第１９条 削除 

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなる場合においては、同条第１１項に定めるところによ

る。 

３・４ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の特例） 

第１９条 当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４条第２項 の賦課徴収 、法附則第２９条の９第１項の

規定による軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収 

第４条第３項 ならびに自動車税の環境

性能割および種別割（法

第１７７条の１０第１項

の規定により課する自動

車税の種別割に限る。） 

、自動車税の環境性能割および

種別割（法第１７７条の１０第

１項の規定により課する自動車

税の種別割に限る。）ならびに

法附則第２９条の９第１項の規

定による軽自動車税の環境性能

割 

第６条第２項第

８号ア 

にあっては、当該所在地

） 

にあっては、当該所在地）。た

だし、法附則第２９条の９第１

項の規定による軽自動車税の環

境性能割については、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８

５号）第５９条第１項の規定に

より使用者が新規検査を受ける

地、同法第９７条の３第１項の

規定により使用者が軽自動車の

使用の届出を行う地または道路

運送車両法施行規則（昭和２６

年運輸省令第７４号）第６３条

の４第１項の規定により使用者

が軽自動車届出済証の記入を受

のの用に供されたことがある自家用の乗用車等であって特定日以後に初回新規

登録を受けたものに対して課する自動車税の税率は、第１３６条第１項の規定

にかかわらず、１台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車等の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

⑴・⑵ （略） 

２ （略） 

３ 第１項第１号の規定の適用を受ける自家用の乗用車（法附則第１２条の３第

１項に規定する電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノ

ール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除

く。）および同項第２号の規定の適用を受ける自家用のキャンピング車のうち

、前条第１項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の

自動車税に係る第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

（略） （略） （略） 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例） 

第１１条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その基因となる

土地の譲渡等が平成１０年１月１日から令和１１年３月３１日までの間に行わ

れたものについては、適用しない。 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県

民税の課税の特例） 

第１１条の５ 昭和６３年度から令和１１年度までの各年度分の個人の県民税に

限り、法附則第３４条の２第１項に規定するときにおける前条第１項前段に規

定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前

条第１項前段の規定にかかわらず、法附則第３４条の２第１項に定めるところ

による。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年度までの各年度分の個人の県民

税に限り、法附則第３４条の２第２項に規定するときにおける前条第１項に規

供されたことがある自家用の乗用車等であって特定日以後に初回新規登録を受

けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第１３６条第１項の規定

にかかわらず、１台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車等の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

⑴・⑵ （略） 

２ （略） 

３ 第１項第１号の規定の適用を受ける自家用の乗用車（法附則第１２条の３第

１項に規定する電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノ

ール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除

く。）および同項第２号の規定の適用を受ける自家用のキャンピング車のうち

、前条第１項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の

自動車税の種別割に係る第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げ

る同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

（略） （略） （略） 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例） 

第１１条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その起因となる

土地の譲渡等が平成１０年１月１日から令和８年３月３１日までの間に行われ

たものについては、適用しない。 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県

民税の課税の特例） 

第１１条の５ 昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の県民税に限

り、法附則第３４条の２第１項に規定するときにおける前条第１項前段に規定

する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ

。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条

第１項前段の規定にかかわらず、法附則第３４条の２第１項に定めるところに

よる。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、法附則第３４条の２第２項に規定するときにおける前条第１項に規定
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定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に

ついて準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項

の規定に該当することとなる場合においては、同条第１１項に定めるところに

よる。 

３・４ （略） 

第１９条 削除 

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなる場合においては、同条第１１項に定めるところによ

る。 

３・４ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の特例） 

第１９条 当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４条第２項 の賦課徴収 、法附則第２９条の９第１項の

規定による軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収 

第４条第３項 ならびに自動車税の環境

性能割および種別割（法

第１７７条の１０第１項

の規定により課する自動

車税の種別割に限る。） 

、自動車税の環境性能割および

種別割（法第１７７条の１０第

１項の規定により課する自動車

税の種別割に限る。）ならびに

法附則第２９条の９第１項の規

定による軽自動車税の環境性能

割 

第６条第２項第

８号ア 

にあっては、当該所在地

） 

にあっては、当該所在地）。た

だし、法附則第２９条の９第１

項の規定による軽自動車税の環

境性能割については、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８

５号）第５９条第１項の規定に

より使用者が新規検査を受ける

地、同法第９７条の３第１項の

規定により使用者が軽自動車の

使用の届出を行う地または道路

運送車両法施行規則（昭和２６

年運輸省令第７４号）第６３条

の４第１項の規定により使用者

が軽自動車届出済証の記入を受
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ける地 

第７条 ならびに自動車税の環境

性能割および種別割（法

第１７７条の１０第１項

の規定により課する自動

車税の種別割に限る。） 

、自動車税の環境性能割および

種別割（法第１７７条の１０第

１項の規定により課する自動車

税の種別割に限る。）ならびに

法附則第２９条の９第１項の規

定による軽自動車税の環境性能

割 

第１０条 ならびに第４条第１項第

２２号 

、第４条第１項第２２号ならび

に法附則第２９条の９第１項の

規定による軽自動車税の環境性

能割 
   

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（県民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の福井県県税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の県民税に関する部分（第４１条の１０第１項の規定を除く。）は、令和８年度以後の年

度分の個人の県民税について適用し、令和７年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第４１条の１０第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に福井県県税条例第４１条の６の規定による納期限が到来する県民

税の利子割について適用し、施行日前に同条の規定による納期限が到来する県民税の利子割については、なお従前の例による。 

（不動産取得税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して

課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

（軽油引取税に関する経過措置） 

第４条 施行日前に福井県県税条例第１１６条第１項もしくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油もしくは燃料

炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費もしくは第１１７条第１項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または施行日前に軽油引取税の

特別徴収義務者が福井県県税条例第１１６条第６項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。 

（自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の自動車税について適用する。 

２ 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の福井県県税条例（以下「旧条例」という。）第１３５条の８第１項または第１３５条の１２第１項の

規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る旧条例第１３５条の１１第１項もしくは第１３５条の１２第２項の規定による還付また

は旧条例第１３５条の１１第３項（旧条例第１３５条の１２第４項において準用する場合を含む。）の規定による充当については、なお従前の例による。 

令和８年3月31日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 36 号26



４ 令和７年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

　───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月３１日 

福井県知事 石田 嵩人 

福井県条例第２８号 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例（昭和４４年福井県条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（地方活力向上地域における県税の課税免除または不均一課税） 

第４条 平成２７年１０月２日から令和１０年３月３１日までの期間内に、地域

再生法第１７条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向

上地域等特定業務施設整備計画（以下「特定業務施設整備計画」という。）の

認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者（同条第１項第１号に掲げる事

業を実施する者に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後

３年を経過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消

されたときは、その取り消された日の前日まで）の間に、特定業務施設等（同

法第５条第４項第５号に規定する特定業務施設（以下「特定業務施設」という

。）および同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新

設に併せて整備されるものをいう。以下同じ。）の用に供する減価償却資産で

取得価額の合計額が３，８００万円（租税特別措置法第１０条第８項第６号に

規定する中小事業者、同法第４２条の４第１９項第７号に規定する中小企業者

および法人税法第６６条第６項に規定する中小通算法人にあっては１，９００

万円）以上のもの（以下この条において「特別償却設備」という。）を新設し

、または増設した青色申告者（以下この条において「特別償却設備設置者」と

いう。）に対して課する次の各号に掲げる県税については、それぞれ当該各号

に定めるものについて課税を免除する。 

⑴・⑵ （略） 

２ 平成２７年１０月２日から令和１０年３月３１日までの期間内に、地域再生

法第１７条の２第３項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた

同条第４項に規定する認定事業者（同条第１項第２号に掲げる事業を実施する

者に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経過す

る日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたときは

、その取り消された日の前日まで）の間に特別償却設備設置者となったものに

（地方活力向上地域における県税の課税免除または不均一課税） 

第４条 平成２７年１０月２日から令和８年３月３１日までの期間内に、地域再

生法第１７条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画（以下「特定業務施設整備計画」という。）の認

定を受けた同条第４項に規定する認定事業者（同条第１項第１号に掲げる事業

を実施する者に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後３

年を経過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消さ

れたときは、その取り消された日の前日まで）の間に、特定業務施設等（同法

第５条第４項第５号に規定する特定業務施設（以下「特定業務施設」という。

）および同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設

に併せて整備されるものをいう。以下同じ。）の用に供する減価償却資産で取

得価額の合計額が３，８００万円（租税特別措置法第１０条第８項第６号に規

定する中小事業者、同法第４２条の４第１９項第７号に規定する中小企業者お

よび法人税法第６６条第６項に規定する中小通算法人にあっては１，９００万

円）以上のもの（以下この条において「特別償却設備」という。）を新設し、

または増設した青色申告者（以下この条において「特別償却設備設置者」とい

う。）に対して課する次の各号に掲げる県税については、それぞれ当該各号に

定めるものについて課税を免除する。 

⑴・⑵ （略） 

２ 平成２７年１０月２日から令和８年３月３１日までの期間内に、地域再生法

第１７条の２第３項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた同

条第４項に規定する認定事業者（同条第１項第２号に掲げる事業を実施する者

に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経過する

日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたときは、

その取り消された日の前日まで）の間に、特別償却設備設置者に対して課する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ける地 

第７条 ならびに自動車税の環境

性能割および種別割（法

第１７７条の１０第１項

の規定により課する自動

車税の種別割に限る。） 

、自動車税の環境性能割および

種別割（法第１７７条の１０第

１項の規定により課する自動車

税の種別割に限る。）ならびに

法附則第２９条の９第１項の規

定による軽自動車税の環境性能

割 

第１０条 ならびに第４条第１項第

２２号 

、第４条第１項第２２号ならび

に法附則第２９条の９第１項の

規定による軽自動車税の環境性

能割 
   

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（県民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の福井県県税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の県民税に関する部分（第４１条の１０第１項の規定を除く。）は、令和８年度以後の年

度分の個人の県民税について適用し、令和７年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第４１条の１０第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に福井県県税条例第４１条の６の規定による納期限が到来する県民

税の利子割について適用し、施行日前に同条の規定による納期限が到来する県民税の利子割については、なお従前の例による。 

（不動産取得税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して

課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

（軽油引取税に関する経過措置） 

第４条 施行日前に福井県県税条例第１１６条第１項もしくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油もしくは燃料

炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費もしくは第１１７条第１項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または施行日前に軽油引取税の

特別徴収義務者が福井県県税条例第１１６条第６項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。 

（自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の自動車税について適用する。 

２ 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の福井県県税条例（以下「旧条例」という。）第１３５条の８第１項または第１３５条の１２第１項の

規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る旧条例第１３５条の１１第１項もしくは第１３５条の１２第２項の規定による還付また

は旧条例第１３５条の１１第３項（旧条例第１３５条の１２第４項において準用する場合を含む。）の規定による充当については、なお従前の例による。 
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 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月３１日 

福井県知事 石田 嵩人 

福井県条例第２８号 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例（昭和４４年福井県条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（地方活力向上地域における県税の課税免除または不均一課税） 

第４条 平成２７年１０月２日から令和１０年３月３１日までの期間内に、地域

再生法第１７条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向

上地域等特定業務施設整備計画（以下「特定業務施設整備計画」という。）の

認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者（同条第１項第１号に掲げる事

業を実施する者に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後

３年を経過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消

されたときは、その取り消された日の前日まで）の間に、特定業務施設等（同

法第５条第４項第５号に規定する特定業務施設（以下「特定業務施設」という

。）および同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新

設に併せて整備されるものをいう。以下同じ。）の用に供する減価償却資産で

取得価額の合計額が３，８００万円（租税特別措置法第１０条第８項第６号に

規定する中小事業者、同法第４２条の４第１９項第７号に規定する中小企業者

および法人税法第６６条第６項に規定する中小通算法人にあっては１，９００

万円）以上のもの（以下この条において「特別償却設備」という。）を新設し

、または増設した青色申告者（以下この条において「特別償却設備設置者」と

いう。）に対して課する次の各号に掲げる県税については、それぞれ当該各号

に定めるものについて課税を免除する。 

⑴・⑵ （略） 

２ 平成２７年１０月２日から令和１０年３月３１日までの期間内に、地域再生

法第１７条の２第３項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた

同条第４項に規定する認定事業者（同条第１項第２号に掲げる事業を実施する

者に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経過す

る日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたときは

、その取り消された日の前日まで）の間に特別償却設備設置者となったものに

（地方活力向上地域における県税の課税免除または不均一課税） 

第４条 平成２７年１０月２日から令和８年３月３１日までの期間内に、地域再

生法第１７条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画（以下「特定業務施設整備計画」という。）の認

定を受けた同条第４項に規定する認定事業者（同条第１項第１号に掲げる事業

を実施する者に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後３

年を経過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消さ

れたときは、その取り消された日の前日まで）の間に、特定業務施設等（同法

第５条第４項第５号に規定する特定業務施設（以下「特定業務施設」という。

）および同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設

に併せて整備されるものをいう。以下同じ。）の用に供する減価償却資産で取

得価額の合計額が３，８００万円（租税特別措置法第１０条第８項第６号に規

定する中小事業者、同法第４２条の４第１９項第７号に規定する中小企業者お

よび法人税法第６６条第６項に規定する中小通算法人にあっては１，９００万

円）以上のもの（以下この条において「特別償却設備」という。）を新設し、

または増設した青色申告者（以下この条において「特別償却設備設置者」とい

う。）に対して課する次の各号に掲げる県税については、それぞれ当該各号に

定めるものについて課税を免除する。 

⑴・⑵ （略） 

２ 平成２７年１０月２日から令和８年３月３１日までの期間内に、地域再生法

第１７条の２第３項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた同

条第４項に規定する認定事業者（同条第１項第２号に掲げる事業を実施する者

に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経過する

日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたときは、

その取り消された日の前日まで）の間に、特別償却設備設置者に対して課する

対して課する次の各号に掲げる県税の税率については、県税条例第４４条、第

４９条の５もしくは第６１条または県税条例附則第８条の２の規定にかかわら

ず、当該各号に定めるところによる。 

⑴・⑵ （略） 

３・４ （略） 

次の各号に掲げる県税の税率については、県税条例第４４条、第４９条の５も

しくは第６１条または県税条例附則第８条の２の規定にかかわらず、当該各号

に定めるところによる。 

⑴・⑵ （略） 

３・４ （略） 
  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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